
（１）　趣旨

　奈良市では、奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第１２条に基づき子どもが意見表明をし、

参加する場として奈良市子ども会議を開催する。

　奈良市が「どうすれば子どもにやさしいまちになっていくのか」について子どもたち自身が話し

合い、出された意見をまとめ、市長に提出することを目的とする。

（２）　開催日時及び場所

 回  開催日  開催時間  場所

 第１回  ７月２３日（火）

 第２回  ７月２５日（木）  奈良市役所

 第３回  ７月３０日（火） 　午前１０時から正午まで  北棟６階  第２１会議室

 第４回  ８月　１日（木）

 第５回  ８月　６日（火）

　　 ※ 子どもたちが参加しやすい夏休み期間を中心に開催します。

※ ５回目のあと、提案のプレゼンテーションを行う。

※ 2020年1～3月ごろに翌年度の準備として、参加者が集まる場を設ける。

（３）　参加者

　１０歳から１７歳まで（平成３１年４月１日現在）の子ども３０名程度を募集する。

　なお、応募者多数の場合は抽選とする。

 【 募集方法 】

 ① 奈良市内の各学校（小・中・高等学校等）に参加者募集の案内チラシ・ポスターを配布。

 ② 奈良市しみんだより、奈良市公式ホームページに募集記事掲載。 

 ③ 平成30年度奈良市子ども会議参加者への案内。

 ④ 奈良市の子育ておうえんサイト「子育て＠なら」への募集記事掲載。　　等 

 【 応募方法 】

　 次の必要事項を記入し、平成３１年７月１２日（金）までにメール、郵送、FAX等で奈良市子ども

 未来部子ども政策課まで提出。

 （必要事項）

　・住所 　・電話番号

　・氏名（ふりがな） 　・Eメールアドレス

　・年齢 　・学校名/学年

　（参考）

　平成３０年度奈良市子ども会議参加者数　　２０名

　平成２９年度奈良市子ども会議参加者数　　２８名

　平成２８年度奈良市子ども会議参加者数　　３７名

  平成２７年度奈良市子ども会議参加者数　　４２名
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（４）　進行及びサポート

　子どもたちの意見を引き出し、話し合いが円滑に進むように、専門のファシリテーターを配置する。

　平成３１年度奈良市子ども会議ファシリテーター

　特定非営利活動法人　子どもの権利条約総合研究所

　関西事務所長　　浜田　進士　氏

（５）　サポーター

　子どもたちの補助等を行うサポーターとして、奈良市内に在住又は在学している大学生等を５名

程度募集する。

 【 募集方法 】

 ① 平成３０年度奈良市子ども会議に参加したサポーターへの案内。

 ② 市内の大学等を通じて周知。  等

 

 【 応募方法 】

　 次の必要事項を記入し、平成３１年７月１２日（金）までにメール、郵送、FAX等で奈良市子ども

 未来部子ども政策課まで提出。

 （必要事項）

　・住所 ・電話番号

　・氏名（ふりがな） 　・Eメールアドレス

　・年齢 　・学校名/学年

（参考）

　平成３０年度奈良市子ども会議サポーター参加者数　６名
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（６）　話し合うテーマ・内容

「２０２０年オリンピックに向けて奈良市に訪れる人にもやさしいまちとは？」

　来年度の子ども会議におけるテーマについては、２０２０年にオリンピックの開催で多くの

観光客を迎えることが予想されるため、この機会に、奈良市があらゆる人にとってやさしく、

魅力的なまちとなるための提案を考えてもらうことをテーマとする。また、子どもたち自身が

まちづくりの担い手となる一歩としてもらうため、実際に提案を実現する過程に主体的に参加

できるような内容とし、２カ年通して１つのテーマで実施する。

２０１９年度

２０２０年度

（７）　公開

　奈良市子ども会議は、原則的に公開で実施するものとし、参加者には募集段階からその旨を示

し、参加者とその保護者から公開に関する承諾書を提出してもらう。

（８）　その他

　・参加者にお菓子やジュース類を用意する。

　・参加者の参加に係る経費（交通費等）は自己負担のため、参加１回につき、５００円の図書カ

　　ードを配付する。

３月9月 10月 11月 12月 １月 ２月

11月 12月 １月 ２月 ３月

4月 5月 6月 7月 8月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

2020年東京

オリンピック（7/24～8/9）

パラリンピック（8/25～9/6）

開催期間

参加者
募集

企画実施

子ども会議
提案作成

次年度実施に
向けた準備

提案報告

企画実施準備
及び参加者追加募集

翌年度へ続く

振り返り

報告会
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（趣旨）

第１条　この要綱は、奈良市子どもにやさしいまちづくり条例（平成２６年奈良市条例第５１号。

　以下「条例」という。）第１２条に規定する奈良市子ども会議（以下「子ども会議」という。）

　の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

（意見等を求める事項）

第２条　子ども会議において意見等を求める事項は、次のとおりとする。

　(1) 子どもにやさしいまちづくりや子どもに関する施策に関すること。

　(2) その他必要と認める事項

（参加者）

第３条　市長は、条例第３条第２号に規定する子どもであって、原則として１１歳以上１８歳未満

　であるもののうちから、子ども会議への参加を求めるものとする。

２　前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して子ども会議への参加を求める

　ものとする。

（運営）

第４条　子ども会議の運営に関する事項は、条例第１２条第２項の規定に基づき子ども会議におい

　て決定する。

（支援）

第５条　条例第１２条第２項後段の規定による市の支援は、次に掲げるものとする。

  (1) 子ども会議の開催及び運営等に必要な情報の提供及び経費の補助

　(2) 子ども会議への子どもの参加の促進

　(3) その他子ども会議の運営のために必要と認める事項

　 （市長への意見の提出）

第６条　市は、子ども会議が条例第１２条第３項の規定に基づき、これに参加する子どもの意見を

　まとめ市長に提出する場合には、必要な支援を行うものとする。

（庶務）

第７条　子ども会議の庶務は、子ども政策課において処理する。

（施行の細目）

第８条　この要綱に定めるもののほか、子ども会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　この告示は、平成２７年６月１日から施行する。

　（参考）　奈良市子ども会議実施要綱
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第１　目的

　　この方針は、奈良市子ども会議（以下「会議」という。）が参加する子どもの自主的及び自発

　的な取組により運営されるとともに、その会議において出された意見をまとめ市長に提出するこ

　とを目的に定めるものとする。

第２　定義

　　この方針において、使用する用語の意義は、次のとおりとする。

　(1) 子ども参加者　原則として１１歳以上１８歳未満であるものを対象に公募等により選考した

　　者をいう。

　(2) ファシリテーター　会議が円滑に進むように会議全体の進行をするとともに、サポーター及

　　び市への助言や調整を行う者をいう。

　(3) サポーター　子ども参加者に対して会議参加へのサポートをするとともに、ファシリテータ

　　ー及び市との調整を行う者をいう。

第３　留意事項

　　会議を実施するにあたり、次に掲げる事項に留意するものとする。

　(1) 会議が、子ども参加者にとって安心して参加し、意見を出しやすい場となるよう、子ども参

　　加者同士、ファシリテーター及びサポーターとの良好な関係の構築に努めること。

　(2) 子ども参加者が互いに認め合い、協力し合える関係の構築に努めること。

　(3) 子ども参加者一人ひとりが積極的に参加するよう働きかけ、特定の子ども参加者に過度な負

　　担がかからないように努めること。

　(4) 子ども参加者への助言を行う際は、考えを押し付けるようなことにならないよう努めること。

　(5) 会議において知り得た子ども参加者の個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的

　　に使用しないこと。なお、会議終了後も同様とする。

第４　市の役割

　　市は、会議運営に係る総合的な調整及び広報に関すること、その他会議に関する必要な役割を

　担う。

第５　提出された意見等の取扱い

　　市は、会議から市長に提出された意見等の要点を整理集約した上で、それに対する市の考え方

　とともに公表するものとする。ただし、単に賛否を述べるのみの意見については公表しないもの

　とする。なお、この場合、子ども参加者の個人情報等には配慮するものとする。

第６　公開

　　会議は、原則的に公開で実施するものとし、子ども参加者の募集にあたってはその旨を示すも

　のとする。

　 　　　附　則

　この方針は、平成２７年６月４日から施行する。

　（参考）　奈良市子ども会議実施に関する方針
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１．設置基本計画策定の趣旨 

これまで国は、平成 12 年に児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）を制

定し、平成 16 年には児童福祉法及び児童虐待防止法を改正する等、児童虐待への社会

の関心の高まりとともに子どもを守る施策の充実を図ってきました。 

しかし近年、少子高齢化の進行等による世帯構造の変化、地域の協力・協働関係の希

薄化等、子どもとその家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は増加傾向の一途をたどり、

子どもの命が奪われる痛ましい事例も発生しています。 

こうした状況から国は、平成 28 年の児童福祉法等の改正によって、住民にとってよ

り身近な対応機関の拡充を目指し、児童虐待について迅速・的確な対応を行うことがで

きる中核市や特別区への児童相談所の設置を推進していくことになりました。さらに、

平成 30 年 3 月に東京都で発生した幼児の死亡事例等により、国は更なる児童虐待対策

の強化に向けた対策を推進することになりました。 

このような中、本市では子どもの健やかな成長と子どもの安心・安全を確実に確保す

るために児童相談所の設置を目指し、本設置基本計画を策定することとしました。 

本設置基本計画は、本市の「第 4次総合計画後期基本計画」における子育て支援の推

進や児童虐待の未然防止・早期発見に向けての取り組みを充実させるものです。 

また、すべての子どもが今を幸せに生き、将来に夢と希望を持って成長できるまちと

なるよう制定した「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」や「奈良市子どもにやさ

しいまちづくりプラン」を具現化するものです。 

 

なお、本設置基本計画は、今後法令改正や国等から発出される通知等により、必要に

応じて、見直すものとします。 
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２．奈良市児童相談所の設置への背景と必要性 

（１）児童虐待の現状 

全国の児童相談所が対応した平成 29 年度の児童虐待相談対応件数は 13 万件を超

え、平成 21年度の約 3倍となっています。さらに、「子ども虐待による死亡事例等の

検証結果等について（第 14次報告）」では、児童虐待により命を失った子どもは平成

28年 4月から平成 29年 3月までの 1年間で 77人と報告されています。 

本市（子育て相談課対応分）における児童虐待相談対応件数の推移【表１】は、平

成 28年度まで増加し続け、平成 29年度は微減したものの前年度と同水準で推移して

います。虐待種別の推移【表２】では、心理的虐待の件数が著しく伸びています。こ

れは、家庭内において児童の目の前での夫婦間暴力等の行為（面前 DV）により、警察

が対応し児童相談所に要保護通告した件数の増加によることが要因の 1 つに挙げら

れます。年齢別【表３】では 0～2 歳が最も多く、就学前の子どもが全体の約半数を

占めています。相談経路別【表４】では例年、児童相談所からの通告が最も多く、そ

のほかに保健所や学校、家族・親戚、保育所等からも市に通告が入ります。また、「※

奈良市被虐待児童対策地域協議会（要保護児童対策地域協議会)」の管理ケース数【表

５】も年々増加しています。これは、要保護となる前に関係機関からケースに関する

情報が提供されることが増えたことや、特定妊婦等について母子保健との連携により

把握できるケースが増えてきた等のためです。 

このような現状に対して、市には児童虐待の早期発見、早期対応、再発防止が求め

られていると同時に、児童虐待の未然防止や重症化予防の対策強化も求められていま

す。 

本市では、関係機関等において支援が必要な子どもに関する情報や支援方針の共

有・連携により適切な対応ができるよう、平成 20 年度に現在の子育て相談課内に奈

良市被虐待児童対策地域協議会を設置しました。さらに、平成 30 年度から児童虐待

未然防止や相談機能の充実のため、専門職の相談員を増員し、地域の社会資源や必要

なサービスと支援が必要な子どもや家庭を有機的につないでいくソーシャルワーク

を中心とした機能を担う拠点として「※子ども家庭総合支援拠点」を設置しました。 
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※奈良市被虐待児童対策地域協議会（要保護児童対策地域協議会） 

被虐待児童（児童福祉法第 6 条の 3 第 8 項に規定する要保護児童のうち、児童虐待

を受けた者をいう。）の早期発見及び適切な保護を図るため、児童福祉法第 25 条の 2

第 1項の規定に基づき、本市の要保護児童対策地域協議会として、平成 20年度に「奈

良市被虐待児童対策地域協議会（要保護児童対策地域協議会）」を設置した。 

〔事務局〕奈良市子ども未来部子育て相談課 

〔構成メンバー〕奈良地方法務局      奈良県中央こども家庭相談センター 

        管轄警察署        奈良市医師会 

        奈良市歯科医師会     奈良市人権擁護委員協議会 

        奈良市社会福祉協議会   奈良市民生児童委員協議会連合会 

        その他児童福祉に関連する団体やその代表者等 

        奈良市における児童・福祉・保健・教育・消防業務に関わる関係課 

        他 

 

※子ども家庭総合支援拠点 

平成 28年の児童福祉法等の改正により、子どもの最も身近な場所にある市区町村が

子ども及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確

化され、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談

全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等に

より継続的なソーシャルワーク業務までを行う機能を担う拠点の整備に努めなければ

ならないと規定された。 

本市においては、平成 30年 4月に子育て相談課内に設置した。 
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【表１】全国(児童相談所対応分)、奈良市(市対応分)の児童虐待相談対応件数の推移 

 

【表２】奈良市(市対応分)の児童虐待相談対応件数の推移＜虐待種別＞ 
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【表３】平成 29年度奈良市(市対応分)の児童虐待相談対応件数＜年齢別＞ 

【表４】平成 29年度奈良市(市対応分)の児童虐待相談対応件数＜相談経路別＞
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【表５】奈良市被虐待児童対策地域協議会の管理ケース及びその内訳 

要保護…児童福祉法第 6 条の 3 第 8 項で、保護者がない児童、または保護者に監護

させることが不適当と認められる児童 

 要支援…児童福祉法第 6 条の 3 第 5 項で、保護者の養育を支援することが特に必要

と認められる要保護児童にはあたらない児童 

 特定妊婦…児童福祉法第 6条の 3第 5 項で、出産後の子の養育について出産前に支援

を行うことが特に必要と認められる妊婦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（件）

　 要保護 要支援 特定妊婦 計

平成２８年４月１日現在 601 28 7 636

平成２９年４月１日現在 650 116 19 785

平成３０年４月１日現在 724 164 16 904

奈良市被虐待児童対策地域協議会の管理ケース数
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（２）国の動きと支援 

① 平成28年の児童福祉法等の改正以前 

平成12年に児童虐待相談対応件数の増加に伴い、児童虐待防止法が制定されまし

た。この法律では「身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待」を児童虐待

と定義し、虐待を受けている児童を発見した場合には住民にその通告義務のあるこ

とが明文化されました。 

そして、平成 16 年には児童虐待防止法の改正により、児童虐待の定義が見直さ

れ、保護者以外の同居人による虐待を放置することもネグレクトとみなすことや、

児童が DV を目撃することも心理的虐待とみなすことが定義されました。また住民

の通告義務は、虐待が疑われる場合にまで拡大されました。さらに同じ年に児童福

祉法も改正され、児童相談所設置については、これまで都道府県、政令市の設置は

義務付けられていましたが、中核市等政令に定める市においても児童相談所を設置

できるとされました。しかし、これまで 2市（横須賀市、金沢市）の設置にとどま

っています。また、市町村の役割が相談対応や通告先として明確化され、要保護児

童対策地域協議会が法定化されました。 

その後も、児童の安全確認等のための立入調査等の強化や要保護児童対策地域協

議会設置の努力義務化、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）・養育

支援訪問事業等の子育て支援事業の法定化及び努力義務化など、児童虐待の発生予

防・早期発見、さらに児童虐待発生時の迅速・的確な対応、被虐待児童への自立支

援等の充実の取り組みがなされてきました。 

 

② 平成28年の児童福祉法等の改正以降 

これまで児童は児童福祉の「対象」として位置付けられていましたが、平成 28年

の児童福祉法等の改正により、第 1条において、すべての児童は適切な養育を受け、

健やかな成長・発達や自立等を保障されること等の権利を有する「権利主体」であ

ることが明確化されました。また、第 3条の 2において国や地方公共団体は、児童

が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援すること

とされました。ただし、児童及びその保護者の心身の状況や置かれている環境等を

勘案し、児童を家庭において養育することが困難又は適当でない場合は、児童が「家
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庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、また、

児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合は、児童がで

きる限り「良好な家庭的環境」において養育されるよう、必要な措置を講じなけれ

ばなりません。なお、「新しい社会的養育ビジョン」によれば、「家庭における養育

環境と同様の養育環境」とは、養子縁組による家庭、里親1）、ファミリーホーム（小

規模住居型児童養育事業）2）を、「良好な家庭的環境」とは、施設のうち小規模で家

庭に近い環境（小規模グループケアやグループホーム等）を指します。 

さらにこの改正において、複雑で多様化した困難事例に対応できるよう、住民に

とって身近な中核市等への児童相談所設置推進を目指して、法施行後 5年を目途に

政府がその設置に係る支援等の必要な措置を講ずるとしました。加えて児童相談所

の体制を強化するため、児童福祉司3）や児童心理司4）の増員や弁護士の配置、研修

の充実を図ること、児童相談所の権限強化のため警察等の関係機関との連携強化な

どについても明記されました。 

その後も平成 30 年 3 月に東京都で発生した幼児の死亡事例等により、国はケー

スの情報共有強化と移管する場合の丁寧な引継ぎの徹底に加えて、児童福祉司や児

童心理司の更なる増員、実践を通じた研修による専門性の強化等、児童相談所の体

制及び専門性強化について必要な対策に取り組むこととしています。 

 

  

                                                   

1) 里親：様々な事情で家族と暮らせない児童を、自身の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持

って養育する人。里親の種類には、対応する児童の特性や児童との関係、また里親の希望に合わせて、

養育里親・専門里親・養子縁組里親・親族里親がある。 

2) ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）：児童の養育に相当の経験を持つ者の住宅で 5～6人

の児童を養育する場。 

3) 児童福祉司：児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談

に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等、児童の福祉増進に努めることを職務内容として

いる。 

4) 児童心理司：心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員で、心理学的諸

検査や面接、観察等を通じて児童の人格全体の評価及び家族の心理学的評価を行うことを職務内容と

しており、児童福祉司と連携し対応していく体制が望ましいとされている。 
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③ 国の支援 

平成 28 年の児童福祉法等の改正を受け、その附則において 5 年を目途に政府は

中核市等が児童相談所を設置できるよう、必要な措置を講ずることを明文化しまし

た。そして、児童相談所の設置準備から開設までに必要となる事項をまとめたマニ

ュアルを作成しました。また、中核市等が新たに児童相談所を設置する場合、専門

職の人材確保や育成、新たな業務のノウハウを習得することが困難なことから、都

道府県に対して、様々な支援について中核市等と児童相談所設置に向けた協議を行

い、支援するよう通知しました。 

さらに、財政面においても、施設整備に係る費用や人材確保・育成に係る費用に

ついて補助等が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

（３）奈良県と奈良市の状況と関係性 

   奈良県には、中央こども家庭相談センターと高田こども家庭相談センターの 2 か所

の児童相談所が設置されています。中央こども家庭相談センターのうち、児童人口ベー

スで約 40％を本市が占めています【表６】。 

 

【表６】奈良県全体・奈良県中央・高田こども家庭相談センター・奈良市 

人口分布と管轄区域 

【参考】「平成 30年度版奈良県こども家庭相談センター業務のあらまし」より 

 

本市は基礎自治体として、住民に最も身近な存在として、子どもに関するあらゆる相

談窓口の機能を有しています。児童虐待対応に関しては、通告に対する初期調査等の役

割を担い、虐待対応の困難度や緊急度などに応じて、奈良県中央こども家庭相談センタ

ーと連携して対応しています。さらに、子どもの福祉に関する支援等に関わるとともに、

奈良市被虐待児童対策地域協議会を設置し、関係機関とともに地域の社会資源や必要な

サービスを活用しながら、継続的に寄り添った支援・相談を行っています。 

一方、奈良県中央こども家庭相談センターにおいては、施設入所措置を含む行政指導

や一時保護等が必要になった場合に、より専門的な知識及び技術によって、その機能を

果たしています。 

奈良県中央こども家庭相談センターと本市の虐待重症度によるケース担当領域体制

【表７】については、奈良県中央こども家庭相談センターは虐待重症度が概ね重度及び

管内人口（人） 児童人口（人） 管轄区域（市） （町） （村）

奈良県全体 1,348,257 203,314

中央こども家庭相談センター

（H29.10.1現在）
843,242 126,543

奈良市、大和郡山市、

天理市、桜井市、生駒市、

宇陀市

平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町、川西町、三宅町、

田原本町

山添村、曽爾村、御杖村

高田こども家庭相談センター

（H29.10.1現在）
505,015 76,771

大和高田市、橿原市、

五條市、御所市、香芝市、

葛城市

高取町、上牧町、王寺町、

広陵町、河合町、吉野町、

大淀町、下市町

明日香村、黒滝村、

天川村、野迫川村、

十津川村、下北山村、

上北山村、川上村、

東吉野村

〔参考〕奈良市

　　　　（H29.10.1現在）
356,992 51,458 奈良市

　中央こども家庭相談センター

　　　　に占める奈良市の割合
42.34% 40.66%
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最重度のケースを担当し、奈良市被虐待児童対策地域協議会は虐待重症度が概ね中度及

び軽度以下のケースを担当することとしています。 

【表７】虐待重症度による担当領域体制を表したピラミッド図 

 

 

本市は平成 28年度、奈良県は平成 26年度をピークに児童虐待相談対応件数は微減し

ているものの高止まり傾向にあります【表８】。また、虐待につながる原因も複雑化・

深刻化しており、長期の支援を要するケースが増加傾向にあります。このような中、一

つ一つの対応において、奈良県中央こども家庭相談センターと奈良市被虐待児童対策地

域協議会の間でケース重症度の判別基準や支援方法の考え方が異なる等の「ケースに対

する認識の乖離」や「情報共有や検討調整のための時間的ロス」という課題が依然とし

てあります【表９】。 
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【表８】奈良県・奈良市の児童虐待相談対応件数の推移 

 

【表９】奈良市被虐待児童対策地域協議会と奈良県中央こども家庭相談センターの 

現状の関係性 

 
 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

奈良市 244 277 338 425 454 549 627 846 817

奈良県 639 728 972 1,200 1,392 1,567 1,555 1,467 1,481
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（４）奈良市児童相談所設置の必要性 

本市では平成 26年・27年に重篤な児童虐待事例が発生しました。関係機関とともに

支援を行っていた家庭であったことから、外部の委員による検証会議が設置され、本市

の児童虐待対応にかかる改善点が提言として報告されました。この提言を受け、児童虐

待対応マニュアルや児童虐待防止行動計画の作成に加え、奈良県中央こども家庭相談セ

ンターをはじめとした支援機関同士の連携の強化や社会福祉士・心理職といった専門性

の高い職員の配置、スキル向上に向けた研修の充実等に注力してきました。そして平成

30年 4月からは子ども家庭総合支援拠点を設置し、より専門的な対応を図っています。 

そのような現状において奈良市被虐待児童対策地域協議会では、被虐待児童とその家

庭の支援を行っていますが、背景が複雑な家庭環境で育った子どもたちは、成長するに

つれて何らかの解決しがたい問題に悩む傾向にあり、不登校や非行、傷害、自傷などと

してあらわれることがあります。これらの子ども達とその家庭の問題を解決するために

は、多くの専門家からの助言が必要であり、また長時間の支援を要します。このような

状況を予防するためには、少しでも早い段階で相談に応じ、地域の社会資源等を利用し

ながら、支援していかなければなりません。 

さらに、これまでの機能にくわえて、本市が児童相談所を設置することにより、管轄

区域が市内に限られるため、迅速に法的な権限を与えられた専門職が的確な判断を行い、

対応することが可能になります。さらに地域の身近な関係機関との連携が容易となるた

め、子どもやその家庭に対してきめ細かな支援が可能になります。例えば、子どもの一

時保護が解除され家庭に戻る場合に、関係機関と支援方法を検討するために今後の見通

しを共有しながら協議を重ねることが容易になります。また市教育委員会を通して、学

校現場と相談支援において連携を強化することができ、一時保護所の学習支援も充実さ

せることができる等も中核市の強みです。 

子ども家庭支援体制の充実のために、国の法令改正等や、これまでの児童虐待対応に

おける現状の課題、そして市内における重症事例の発生等をふまえ、中核市の強みを活

かした児童相談所を設置しなければならないと考えます。 

また、平成 30 年に厚生労働省が行った調査では、中核市による児童相談所の設置検

討が進んでいないことがわかっています。本市は中核市の児童相談所設置に向けたモデ

ルケースとなるよう、全国に先駆けて取り組みます。 
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３．奈良市児童相談所設置の基本方針 

 「奈良市第 4 次総合計画後期基本計画」における子育て分野の目標は、「安心し

て子どもを生み、育てられ、子育てに喜びを感じることができる環境整備を行うこ

とを目的として、地域住民との協働により、社会全体で親育ち・子育ち・子育てを

支援する」であり、児童虐待については「誰にでも起こりうる身近な問題と捉え、

地域ぐるみで取り組む体制づくりを推進」していくことを目指しています。   

このことを具体的に実現するために、本市児童相談所設置の基本方針を次のよう

に定めます。 

 

◎ 子ども家庭支援体制の充実  ～奈良市児童相談所の設置～ 

☆ 妊娠期から切れ目のない子ども・家庭への総合的な支援体制の拠点を 

目指す 

・関係機関との連携により、妊娠期から子ども・家庭へ切れ目のない支援等を行

い、早期からの子育ての悩みや不安に継続的に対応します。 

☆ 子どもの健やかな成長と、子どもの安心・安全の確保を目指す 

・子どもを児童虐待や非行などから守り、子どもの安心と安全の確保を最優先に

した支援体制を目指します。 

☆ 児童虐待による重症事例の発生ゼロを目指す 

・子どもや家庭の状況から虐待等のリスクを早期に把握し、支援を行うことによ

り虐待の未然防止、重症化予防に取り組みます。 

☆ 地域社会全体で子どもや家庭を支える環境を目指す 

・虐待や貧困など子どもや家庭のかかえる問題を解決するため、子育て支援に関

わるあらゆる社会資源を活用し、子育てがしやすい環境づくりを目指します。

また、様々な事情で子どもがその家庭で暮らせなくなった場合に、子どもを守

る社会的養護を充実させるため、里親家庭を地域全体で支えられる体制を整え

ます。 
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４．奈良市児童相談所・一時保護所のあり方 

（１）基本業務 

 ① 児童相談所業務【表１０】 

○相談機能 

子どもに関する家庭やその他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要

とするものについて、専門的な視点から総合的に調査・診断・判定し、それに基

づいて援助方針を定め、自ら又は関係機関等を活用し一貫した子どもへの援助を

行います。 

 ・養護相談…児童虐待、保護者の養育困難などに関する相談 

 ・障害相談…肢体不自由、知的障害などに関する相談 

 ・非行相談…ぐ犯行為5）、触法行為に関する相談 

 ・育成相談…家庭内しつけ、不登校、性格行動などに関する相談 

・保健相談…未熟児、内部機能障害などに関する相談 

 

○一時保護機能 

 必要に応じて子どもを家庭から離し、一時保護を行います。 

・緊急保護…さまざまな理由により保護者がいない又は住まいがない子ども、児

童虐待などのため家庭から一時引き離す必要がある子ども、子ども

の行動が自己又は他人に危害を及ぼすなどの場合。 

・行動観察…適切かつ具体的な援助指針（援助方針）を定めるために、一時保護

による十分な行動観察、生活指導などを含め総合的なアセスメント

を行う必要がある場合。（アセスメント保護） 

 

                                                   

5) ぐ犯行為：度重なる家出や深夜徘徊、暴走族や暴力団関係者など不道徳な人との交際、いかがわしい

場所への出入り、性的逸脱など、将来刑罰法令に触れる行為を行うおそれがある問題行動。（少年法第

3条第１項第 3号） 
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・短期入所指導…短期間の心理治療、カウンセリング、生活指導等が有効である

と判断される場合で、子どもの性格、環境等の条件により、他

の方法による援助が困難又は不適切であると判断される場合。 

 

○措置機能 

  総合的な調査・診断や一時保護による行動観察等の結果、児童相談所長が必要

と判断した場合は、子ども又はその保護者を児童相談所その他の関係機関や関係

団体の事業所・事務所に通わせ、児童福祉司等に指導させたり、または子どもを

乳児院6）や児童養護施設7）等に入所させたり、里親やファミリーホームに養育を

委託します。 

 

【表１０】児童相談所における相談援助活動の体系・展開  

【抜粋】「児童相談所運営指針」より 

 

 

                                                   

6) 乳児院：乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児

を含む。）を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを

目的とする施設。（児童福祉法第 37条） 

7) 児童養護施設：保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由によ

り特に必要のある場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入

所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを

目的とする施設。（児童福祉法第 41条） 
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② 一時保護所業務 

     児童相談所に付設する一時保護所において、保護が必要な 18歳未満の子ども

を一時的に預かり、安全が確保された環境の中で、子どもの気持ちに寄り添いな

がら治療的ケアを含めた支援を行います。平成 30 年 7 月に厚生労働省より発出

された「一時保護ガイドライン」をもとに適切な対応を目指します。 

       子どもの安全確保を最優先とするため、一時保護所での緊急保護は子どもの

自由な外出を制限する環境で行います。子どもの成長発達にとって、家庭的環境

での生活が一番良いとされており、また、一時保護所は子どもが初めて家庭を離

れて生活する施設となることが多いことから、子どもが安心して生活することが

できるよう、一人一人に目を配り、家庭的な雰囲気のもとで一時保護を行います。 

   ・一時保護の期間…目的を達成するために要する必要最低限の期間とし、原則 2

か月を超えてはならない。ただし、児童相談所長が必要であ

ると認めるときは、引き続き一時保護を行うことが出来る。

（親権者の同意がない場合は、家庭裁判所の承認が必要。） 

 

 

≪児童相談所と一時保護所を併設するメリット≫ 

   児童相談所と一時保護所を併設することで、保護されている子どもが児童福祉司

と頻繁に面接を行い、子どもの気持ちを伝えることができるとともに、同一施設内

で心理診断を行うことで、場所の移動などに伴う子どもの負担を軽減することがで

きます。さらに、人員や施設の管理を一括して行うことができるだけでなく、児童

福祉司・児童心理司・一時保護所職員の連携がとりやすくなる等のメリットがあり

ます。 
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（２）施設と支援のあり方 

 ①施設概要（案） 

名  称 奈良市児童相談所・一時保護所 

所 在 地 奈良市平松一丁目（奈良県総合医療センター跡地） 

階  数 地上 2階建て 

構  造 鉄筋コンクリート造 

用途地域 第一種住居地域（15ｍ高度地区） 

 

児童相談所整備予定地は、奈良県総合医療センター跡地の一部であり、「奈良県総

合医療センター周辺地域まちづくり協議会」において、その跡地活用が検討されてい

ます。本市は跡地活用として、児童相談所・一時保護所を含めた複合的な子育て支援

施設「※（仮称）奈良市子どもセンター」の設置を提案しており、引き続き、説明や

調整を続けていきます。 

 

・設置予定地（○囲み） 
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※（仮称）奈良市子どもセンター 

子育てにおける不安や児童虐待を早期に予防し、市内に住むすべての子どもたちが

健やかに育つ環境を整えるため、子育てに関する総合窓口として整備を行う。 

児童相談所・一時保護所のほかに、親子が気軽に遊びに訪れることができる「地域子

育て支援センター」を併設するとともに、家庭や子どもの悩みを気軽に相談できる「子

ども家庭総合支援拠点」を、現在の市役所内から移設する。また、現在市内にあり、子

どもの発達に関する相談や療育を行っている「子ども発達センター」を移設する。 

「児童相談所・一時保護所」「地域子育て支援センター」「子ども家庭総合支援拠点」

「子ども発達センター」の 4 つの機能を 1 つの施設に集約することで、職員同士の連

携が密接になるだけでなく、中核市が児童相談所を設置するメリットを最大限に活か

し、子育てに関する一般的な悩みからより専門的な悩みまで、市内のすべての子ども

や家庭をワンストップで支援します。また、奈良市被虐待児童対策地域協議会の調整

機関も担い、常に関係機関との連携を行う。 
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② 奈良市児童相談所の支援と施設の考え方  

◎支援について 

○ 妊娠期から早期に支援する 

     妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行

う子育て世代包括支援センター（平成 27年度から健康増進課内に、平成 29年度

から都 保健センター内に開設）との情報の共有や緊密な連携により、妊娠期か

ら切れ目なく虐待予防を図ります。 

○ 専門性の高い相談窓口になる 

専門性の高い相談窓口として、児童福祉司や児童心理司等の専門性の高い職員

を配置し、個別のニーズを把握した助言を行うことや子ども・保護者が施設や支

援等を適切かつ円滑に利用できるよう、相談・支援業務の質を高めていきます。

また、利用者が安心して相談できるよう、プライバシー保護に配慮した施設を目

指します。 

○ 必要な情報を速やかに収集し判断する 

生活状況を把握し緊急度を適切に判断するため、奈良市被虐待児童対策地域協

議会を構成する関係機関等からも速やかに情報を収集・アセスメントし、リスク

判断を行います。 

○ 関係機関と漏れなく情報を共有する 

      関係機関等と密接に連携し、児童相談所が中心となって収集した情報を共有す

ることにより、支援を必要とする子どもや家庭への支援を継続し、重症化を防ぎ

ます。 

○ 迅速かつ臨機応変に対応する 

緊急対応が必要と判断したケースには初期対応体制を整え、必要に応じて一時

保護を行うことで、子どもの安全を確保します。また、管轄区域が市内に限定さ

れるため、休日夜間の緊急通告にも本市の判断により迅速に対応します。 
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◎施設について 

○保護者や子ども、関係機関が相談しやすく、また専門的な診断による説明に落ち

着いて耳を傾けられる雰囲気を感じる施設とします。 

○利用者のプライバシー保護や安全性に配慮します。 
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③ 奈良市一時保護所の支援と施設の考え方  

 ◎支援について 

○ 子どもの安心・安全が確保される場所 

外部からの不当な侵入や子どもの視認を防止します。また、事故等を防止する

ため、施設の構造は子どものプライバシーに配慮した上で死角をなくし、子ども

の安心・安全を守ります。 

○ 一人一人の子どもの状況に応じることができる場所 

        一時保護を行う背景は、虐待や非行等様々であり、それぞれの状況に応じて適

切に対応します。また、子ども一人一人に細やかな対応を原則とし、居室は個室

化を行い、日中活動の混合処遇への対応についても検討していきます。 

○ 子どもの権利擁護を図る場所 

       子どもの安全確保等の目的のため、外出や生活上の制限をかける場合でも子

どもに丁寧に説明し、納得を得られるよう努めます。また、明るく温かみのある

空間を形成し、生活習慣を身につけられるような、できるだけ家庭環境に近い生

活環境を実現します。 

○ 学習の機会を保障する場所 

       一時保護により通学等が制約されることから、それぞれの子どもの理解度に

応じた学習の機会を提供するとともに、進路選択を控える子どもには個別で学習

の機会を設ける等により、子どもの希望に沿った支援を行います。 

教育委員会と連携のとりやすい基礎自治体のメリットを活かし、子ども一人一

人の原籍校での学習状況を把握したうえで学習の機会を提供し、一時保護を解除

する際には、一時保護所での学習内容を原籍校に伝達することにより、一時保護

を行うことが子どもの不利益にならないようにします。 

○ 地域における社会資源と連携した子どもへの支援 

       一時保護の期間はできるだけ短期間とし、解除後に家庭へ戻る際には、地域に

おける社会資源と連携した支援を目指します。 
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◎施設について（定員：12名予定） 

○外光を十分に受けられ、温かみのある雰囲気で子どもたちが安心して生活できる

環境を整えます。 

○子どもたちが起床・食事・学習・運動・自由時間・就寝まで規則正しい日常生活

を送ることができる施設を整備します。 

○自由な時間を通じて、子どもたちが今までの生活を見つめ直し、今後について考

えることができるような空間を作ります。 

○一時保護所に入所する動線は、周辺からの視線に配慮した構造とします。 
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≪一時保護所の定員設定≫ 

 奈良県一時保護所における平成 29年度の本市児童に係る平均保護人数（1日あたり

の平均人数）は 3 人、最高保護人数（最も多かった日の人数）は 6 人でした。このこ

とを踏まえ、有識者の意見も参考に次のように考えました。 

○市が児童相談所を設置することで重症化する前に早期に対応することが可能になる

ため、保護人数が増加することを想定し、最低でも平均保護人数の 3倍は必要。（男

児 3名・女児 3名・幼児 3名） 

○最高人数を保護する際に、男児・女児・幼児の人数に偏りが生じる場合を想定し、さ

らに余裕をもたせる必要がある。 

○施設入所や里親委託といった社会的養護や、家庭での生活を安心して送れるような

支援・見守り体制を充実させ、一時保護の期間を必要最小限としていく。 

 以上のことから、一時保護所定員を 12名（男児 4名・女児 4名・幼児 4名）と設定

しました。 
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（３）奈良市児童相談所・一時保護所の組織体制等 

国から発出されている児童相談所運営指針より、本市の人口規模では①総務部門，②

相談・措置部門，③判定・指導部門，④一時保護部門の組織構成が標準とされています。

それぞれの主な業務としては、①総務部門は、施設の維持管理や全体的事業の企画・普

及、一時保護児童の所持品の引き取り、保管及び処分等が挙げられます。②相談・措置

部門は、相談の受付や調査・社会診断及び指導、一時保護手続き等があり、③判定・指

導部門は、調査・社会診断、医学診断、心理診断等及び指導や療育手帳の判定等が挙げ

られます。また、④一時保護部門は、一時保護の実施や一時保護した児童の保護・生活

指導・行動観察・行動診断等があります。 

これらをふまえたうえで、本市では相談や虐待予防等の取り組みの充実と、中核市が

設置する児童相談所のメリットを十分に活かすために、児童相談所の組織構成を以下の

とおり検討しています。 

 

◎奈良市の組織体制の考え方 

○ それぞれの部門ごとに組織を構成し、業務効率化を図ります。 

組織については、児童相談所の業務で必要となる事務処理や研修・広報啓発活動を

一括して行う「総務部門」、児童相談所の主な機能である相談・措置・判定・指導機能

を集約した「相談・支援部門」、一時保護した子どもへの支援を行う「一時保護部門」

の 3つに分け、役割分担を明確にすることで、業務の効率化をはかります。 

 

○ 相談・支援に積極的に心理診断を活用し、効果的な支援を行います。 

相談・支援部門と判定・指導部門を 1つの組織とし、児童福祉司と児童心理司が一

体的に相談・支援を行います。相談業務に積極的に心理診断を活用することで、家庭

の全体像や課題に至るまでのプロセスをより多角的に把握し、効果的な支援につなげ

ていきます。 

 

  



 

26 

○ 相談種別に関わらず、すべての相談を地区担当が切れ目なく対応し

ます。 

相談は、その内容から単純に区別することは困難であり、家庭問題等が複雑に絡み

合っています。そのため、相談対応体制は地区担当制を採用し、地区担当内の児童に

ついて、児童虐待対応を含む養護相談、非行相談・障害相談（判定を除く）等の相談

種別に関わらず、一元的に切れ目なく対応していきます。 

また、担当地区にある社会資源を把握し、効果的にサービスの利用につなぎ、虐待

の予防的視野に立った支援を行っていくことができます。 

 

○ 緊急時に迅速に対応できるチームを構成します。 

介入等緊急に対応しなければならない事案が発生した場合に備え、経験や知識のあ

る職員でチームを構成することで、的確に判断し、迅速に対応します。 
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（４）奈良市児童相談所・一時保護所の職員体制のあり方 

専門性の高い相談体制・一時保護体制を確立させるためには、継続的な人材確保と職

員の養成は欠かせません。職場内でＯＪＴ8）ができる人員配置を確保しながら、児童相

談所業務経験者や、派遣研修を経た者、奈良県からの人事交流によって本市へ派遣され

た職員など、様々な経験ある職員を配置していきます。 

児童相談所及び一時保護所に配置する主な職員は以下のとおりです。 

 

◎所長 

児童相談所・一時保護所全体の事業を調整し、外部との関係づくりを行います。所長

には子どもの処遇について大きな権限があり、そのため子どもの人権擁護を常に念頭に

置いた判断が求められます。 

○業務内容 

・都道府県知事等の監督を受け、所務を掌理する 

・所長として法に定められている権限の行使 

・児童福祉法第 32条により都道府県知事等から委任された権限の行使 

・各部門の業務の統括 

・児童相談所を代表しての対外活動を行う 

○資格 

・医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者 

・社会福祉士 

・児童福祉司として 2年以上勤務した者 等 

 

◎児童福祉司 

相談や通告のあったケースの担当者となり、調査・診断等をもとに子どもや家庭への

支援方針を立てるとともに、必要に応じて組織的に指導を行います。常に子どもの権利

を追求し、関係機関と連携・協力しあいながら対応することができる能力が求められま

す。 

                                                   

8) ＯＪＴ：On The Job Training の略。職場内訓練のことで、日常の職場のなか、上司が随時部下に対

して実際の仕事に即して直接に作業や業務に必要な知識や技能、態度を計画・体系的に指導する教育

訓練。 
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○業務内容 

・子ども、保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じる 

・必要な調査、社会診断を行う 

・子ども、保護者、関係者等に必要な支援・指導を行う 

・子ども、保護者等の関係調整（家族療法など）を行う 

○資格 

・社会福祉士 

・精神保健福祉士 

・医師 

・保健師・保育士等の一定の資格を有し、講習終了などの要件を満たした者 等 

 ○配置基準 

・次のⒶ＋Ⓑの合計以上とすること 

Ⓐ 各児童相談所の管轄区域の人口 4万人に 1人以上を配置することを基本とする。 

 ＜計算式：児童相談所の管轄区域の人口/4万人（端数切り上げ）＞ 

Ⓑ 全国平均より児童虐待への対応件数が多い場合には、業務量（児童虐待相談対応

件数）に応じて上乗せを行う。  

＜計算式：（各児童相談所の児童虐待相談対応件数 －  

各児童相談所管轄区域の人口  × 0.001 ） ÷ 40 ＞ 

 

奈良市児童相談所における配置の考え方 

 （児童虐待相談対応件数は平成 29年度実績、人口は直近の国勢調査） 

Ⓐ 360,310人÷40,000人＝10人（端数切り上げ） 

Ⓑ （324件－360,310人×0.001）÷40≒△1人（△の場合は 0人とする） 

Ⓐ ＋ Ⓑ ＝10人 

よって、少なくとも 10人の児童福祉司を配置する。 

   

しかし、平成 30 年 3 月、東京都において児童虐待が原因とされる死亡事例が発生

したことを受け、国は同年 7 月に「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」

を公表しました。さらに同年 12月には、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を
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決定し、児童相談所の体制強化の１つとして、児童福祉司 1 人当たりの業務量が 40

ケース相当になるよう、Ⓐにおいて管轄区域の人口を 4万人から 3万人に見直す方針

が示されたことから【表１１】、今後の制度改正にも対応した配置数を実現します。 

 

【表１１】児童福祉司の配置基準の見直しイメージ図 

 

【抜粋】「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）骨子（別紙）より 

 

◎児童福祉司スーパーバイザー（児童福祉司ＳＶ） 

ケースの担当は持たず、他の児童福祉司への助言指導を行います。児童福祉司が担当

するケースの進捗状況を把握し、今後の見通しも含めた支援のアドバイスをする必要が

あり、児童福祉司としての業務経験を活かしたマネジメント力が求められます。 

○業務内容 

・児童福祉司及びその他相談対応職員に対し、専門的見地から職務遂行に必要な技術

について指導及び教育を行う 

○資格 

・児童福祉司として概ね 5年以上勤務した者 

 ○配置基準 

・児童福祉司（スーパーバイザー以外）6人につき1人のスーパーバイザーを配置する

こと（端数は四捨五入） 

奈良市児童相談所における配置の考え方 

児童福祉司6人につき1人の配置基準より、少なくとも2人の児童福祉司スーパー

バイザーを配置する。 
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◎児童心理司 

心理診断や心理検査、観察等の必要な検査を正確に行うことが出来る専門性に加えて、

子どもや保護者がその結果によって今後の見通しが立てられるように、的確に説明でき

る能力が求められます。また、児童福祉司との連携を通じて、心理診断を積極的にケー

スワークに活かしていくことも必要であると考えます。 

○業務内容 

・子ども、保護者等の相談に応じ、診断面接、心理検査、観察等によって子ども、保

護者等に対し心理診断を行う 

・子ども、保護者、関係者等に心理療法、カウンセリング、助言指導等の指導を行う 

○資格 

・公認心理師 

・心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員は、医師で

あって、精神保健に関して学識経験を有する者又は大学において心理学を専修する

学科等の課程を修めて卒業した者等が含まれなければならない 

 ○配置基準 

・児童福祉司2人につき1人以上の児童心理司を配置すること（端数は四捨五入） 

奈良市児童相談所における配置の考え方 

   児童福祉司2人につき1人以上の配置基準より、少なくとも5人の児童心理司を配

置する。 

 

◎児童心理司スーパーバイザー（児童心理司ＳＶ） 

児童心理司としての経験を活かし、児童心理司の行う心理診断等について指導を行い

ます。また、ケースの進捗状況を把握し、児童心理司の視点から支援方法や今後の見通

しについて助言できる能力が必要です。 

○業務内容 

・児童心理司及び心理療法担当職員の職務遂行能力の向上を目的として、指導及び教

育にあたる 

○資格 

・心理判定及び心理療法並びにカウンセリングを、少なくとも 10 年程度の経験を有

するなど相当程度の熟練を有する者 
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○配置基準 

・なし 

奈良市児童相談所における配置の考え方 

   少なくとも1人の児童心理司スーパーバイザーを配置する。 

 

 

◎一時保護所児童指導員 

一時保護所に入所する児童は、様々な事情を抱えています。個々の児童の状況に応じ

た支援を可能にするためにも、専門性の高い職員の養成が求められます。また、子ども

が安心感を持って生活できるよう、一人一人の心に寄り添いながら、適切な援助ができ

る能力が必要です。 

○業務内容 

・一時保護している子どもの生活指導、学習指導、行動観察、行動診断、緊急時の対

応等一時保護所業務全般に関すること 

・児童福祉司や児童心理司等と連携して、子どもや保護者等への指導を行う 

○資格 

・社会福祉士、精神保健福祉士、3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道

府県知事が適当と認めたもの 等 

○配置基準 

・満 2歳以上満 3歳に満たない幼児には、概ね 2人に 1人以上配置すること 

 ・満 3歳以上の幼児には、概ね 4人につき 1人以上配置すること 

 ・少年には、概ね 5.5人につき 1人以上配置すること 

 奈良市一時保護所における配置の考え方 

   配置基準に加え、夜間支援にも対応できる人員配置を行う。 
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◎その他の職員 

○弁護士 

子どもの人権を守るために、必要となる法的手続きを担当するとともに、児童相談

所職員に批判的な保護者への対応や職員への法的知識の説明、児童福祉司と情報共有

しながら必要に応じて助言・指導を行います。 

○医師 

児童相談所で対応する子どもや保護者の状態を医療的に診断し、援助方針に活用し

ます。また児童心理司の行う診断へのアドバイスを行います。 

○保健師 

子どもの健康・発達面について判断し、児童福祉司と連携して家庭支援を行います。

また、一時保護所における子どもの生活指導等にもかかわります。 

○里親支援員 

里親支援機関9）等と連携しながら、里親委託している家庭への支援を行います。ま

た、子どもと里親を希望している家庭とを選定するための交流や関係調整を行います。 

○教員 

教員経験を活かし、学校等と密接に連携し、児童虐待や非行相談等に対応します。

また一時保護所の学習においても、子どもの原籍校と連携し、それぞれに最適な方法

や学習レベルに合わせた指導を行い、子どもに不利益とならないよう学習支援を行い

ます。 

 奈良市児童相談所における配置の考え方 

  子どもの権利を実現するため、様々な専門職の確保を目指します。 

 

 

児童相談所・一時保護所の運営において、子どもの健全育成・権利擁護のため、職員

は子どもやその保護者等に対して、援助に必要な専門的知識・技術・態度をもって対応

しなければなりません。そのため、児童相談所開設に向けて、奈良県こども家庭相談セ

ンターや他都市の児童相談所への職員派遣研修を行う等により人材育成を図ることや

                                                   

9) 里親支援機関：里親等の制度の普及啓発や、里親等の資質の向上を図るための研修、里親等に対す

る相談・支援など、里親等への支援を総合的に実施することを目的に、都道府県または指定都市、

児童相談所設置市が事業の委託先として指定した機関。里親会、児童家庭支援センター、児童養護

施設、乳児院、ＮＰＯ等がある。 
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児童福祉司の任用資格を得られるよう、通信教育の受講をサポートするとともに、必要

な専門職員の採用等により、人材確保にも努めていきます。また、児童福祉司は複雑で

困難なケースに 24 時間体制で対応しなければならず、職員自身が心身ともに安定して

こそ、効果的な支援ができると考えます。そのため、長時間勤務をすることなく、丁寧

な相談支援ができるよう 1人当たりの担当ケース数を検討します。また、1人で抱え込

むことなく、スーパーバイザーや同じチーム内で相談し合える仕組みをつくります。 

 職員数については、国が示す基準を考慮しつつ、本市として業務遂行に必要な人員配

置を検討していくものとします。 

 また、開設時に業務に支障が出ないよう、必要となる人材については奈良県からの職

員派遣を検討することとします。 

 なお、今後の法令改正等に応じて随時見直しを行うこととします。 
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（５）財源措置等 

① 施設整備費【表１２】 

・児童相談所 

平成 30 年度から、整備費の一部に施設整備事業債を充てることができるように

なり、その元利償還金について、地方交付税措置が講じられます。 

 

・一時保護所 

   平成 29 年度の中核市市長会による調査で、国は整備費の 1/2 相当を補助すると

していますが、事業費ではなく入所定員をベースとした算定方法であるため、実際

の整備費の 1割程度に留まっていることがわかりました。 

   平成 30 年度から、中核市等が新たに一時保護所を整備する際に一定要件を満た

している場合の加算が創設されました。 

 

   児童相談所及び一時保護所の施設整備費について、平成 30 年度以降の国からの

措置はあるものの、中核市等が新たに設置するために十分な補助が得られていない

状況であり、その財源措置については、事業費に対する負担金とすることを引き続

き求めていく必要があると考えます。 

 

【表１２】平成 30年度の児童相談所・一時保護所に対する財政措置 (施設整備費) 

 

児童相談所

一時保護所

○一般財源
平成18年度一般財源化

※平成30年度から、児童相談所整備に係る、一般財源化前の国庫補助金相当額（総事業費の1/2）が施設整備

事業債の対象となり、その元利償還金について、地方交付税措置が講じられることとなった。

○国庫補助金
次世代育成支援対策施設整備交付金

◆補助単価（Ａ地域　東京都の場合）

基本分：定員１人あたり262万円

加算分：定員１人あたり49.1万円（初度設備相当加算、個室化・ユニット化等に係る加算）

◆補助率：1/2相当

施設整備費
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②運営費【表１３】 

・児童相談所 

 児童相談所の体制強化を図るため、平成 30 年度は児童福祉司の交付税措置につい

て前年度より職員 1名分（標準団体ベース）増員されました。また、児童相談所の業

務が円滑に行われるよう医師や弁護士の配置に係る経費が国庫補助の対象になって

いることに加え、児童虐待の通告を受けた際に子どもの安全確認等を迅速・確実に行

う体制を強化するための職員配置等についても補助金の措置がなされています。 

 

・一時保護所 

 一時保護所を運営するための事務費や一時保護した子どもの生活に必要な事業費

が措置されていることに加えて、一時保護所内できめ細かなケアを行っていくために

学習指導協力員や専門的ケア対応協力員等の配置が一時保護機能強化事業として国

庫補助の対象となっています。 

 

 しかし、児童虐待対応や関係機関連携の充実を安定的・継続的に業務を推進するた

めに、専門職育成、児童虐待対策事業等にさらなる財政措置の充実を求めます。 

 特に、国の「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」で示された事業を行

うために、人件費については実態に見合ったものとし、恒久的な特定財源として措置

されることが必要であると考えます。 

 さらに、児童相談所設置準備に伴い、増加する業務に対応するための補助職員や、

児童相談所の業務を学ぶ間の代替職員に対する費用の補助はあるものの、人材育成に

係る研修経費には財源措置はなく、市の負担となっていることから、国に対して対策

を求めていく必要があると考えます。 
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【表１３】平成 30年度の児童相談所・一時保護所に対する財政措置 (運営費) 

 

 

 

 

 

 

 

運営費 補助（非常勤）職員経費

児童相談所 ○一般財源化
昭和60年度一般財源化

※地方交付税の算定において、

平成30年度は前年度から標準

団体ベースで職員1名分増員さ

れた

○国庫補助金
児童虐待・ＤＶ対策等支援事業費補助金

◆補助単価

　・保護者指導を行う者（児童相談所１か所あたり）3,528千円

　・非常勤医師（１都道府県あたり）747千円

　・非常勤弁護士（児童相談所１か所あたり）7,822千円

　・安全確認を行う者（児童相談所１か所あたり）13,425千円

　・研修専任コーディネーター（１都道府県市あたり）4,475千円

　・都道府県等職員の派遣に係る代替職員（１都道府県あたり）6,839千円

　・児童相談所設置準備に係る補助職員（１市区あたり）2,172千円

　・児童相談所の業務を学ぶ間の代替職員（１市区あたり）1,303千円

◆補助率：1/2

一時保護所 ○国庫負担金
児童入所施設措置費等国庫負

担金

◆補助単価

　1か所あたり4,734万円

　（東京都特別区定員40名の

場合）

◆負担率：1/2

○国庫補助金
児童虐待・ＤＶ対策等支援事業費補助金

◆補助単価

　・学習指導協力員

　　　基本分：1,635千円×配置人数（上限3名）

　　　加算分：2,486千円（配置人数のうち1名まで）

　・障害等援助協力員

　・トラブル対応協力員

　・専門的ケア対応協力員

　・一時保護委託付添協力員

◆補助率：1/2

児童相談所１か所あたり

1,635千円×実施事業数（配置協力員

種別数）
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（６）児童相談所設置に向けて 

本市が制定した「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」の目的である「奈良市

の子どもたちが今を幸せに生きることができ、将来に夢と希望をもって成長していける」

まちづくりを目指し、子どもや家庭を支援していきます。 

 

① 人材確保と人材育成 

子どもや家庭への支援を充実するためには、社会情勢等を踏まえ必要とされる体制

を整えるとともに、職員のスキルアップを継続していくことが必要です。国から求め

られている配置数を確保するのみではなく、専門職としての資質の確保も必要であり、

奈良県や先進的に児童虐待対応や社会的養育等に取り組んでいる自治体の情報収集

や派遣研修が有効であると考えます。さらに、必要な知識や技術を習得するために、

各専門機関、具体的には子どもの虹情報研修センター10）や JaSPCAN11）等が実施する研

修会に参加し、すべての職員の計画的な育成に努めなければなりません。 

一時保護所における支援についても同様に、子どもの安全を確保しつつ、権利擁護

に配慮することにより子どもにとって最適な一時保護所としなければならないこと

から、子どもの意見を募る仕組みの導入を検討するとともに、支援を行う職員のスキ

ルアップを図る必要があります。 

今後、子どもや家庭を取り巻く環境の変化に対応するため、開設時の状態に固執す

るのではなく、その時の状況に応じた人材育成や人材確保を行っていくことが重要で

す。 

 

② 社会的養護 

児童福祉法の改正により明確化された理念を具体化するため、厚生労働大臣が参集

した有識者による検討会議で「新しい社会的養育ビジョン」が取りまとめられました。

                                                   

10) 子どもの虹情報研修センター：児童虐待問題や非行等の思春期問題への対策の一環として、専門機関

（児童相談所や児童家庭支援センター等）からの専門的な相談や、虐待問題等対応機関職員の研修及

び児童福祉施設における臨床研究と連携した研究などを通じて、関係機関の専門性の向上を図ること

を目的として、社会福祉法人横浜博萌会により設置・運営されている。 

11) JaSPCAN：一般社団法人 日本子ども虐待防止学会のこと。子ども虐待防止を目指し、医療・保健・

福祉・教育・司法・行政などの実践家・研究者が一同に会する研究会。実践経験や研究を交流しあい、

子ども虐待防止についての取り組みの推進を目的として設置されている。 
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このビジョンでは、子どもが権利の主体であること、家庭への養育支援から代替養育

までの社会的養育を充実させること、家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育

が困難であれば、特別養子縁組も含めた里親による養育を推進することを明確にして

います。 

この家庭養育優先の理念に基づき、本市は市民の里親への理解を深め、地域全体で

里親家庭を支援する、里親家庭が暮らしやすい環境づくりを目指していきます。 

しかし、本市の代替養育を必要とする子どもたちに対して、里親のなり手はまだ不

足しています。そのため、里親のなり手を増やすために、現在行っているしみんだよ

りや市のホームページなどを使った制度の周知や、里親に関心のある方に向けた里親

相談会の実施等、具体的に里親家庭になるための情報を提供し、里親のなり手を増や

す取組みを引き続き行っていきます。また、実際に里親になった家庭への支援につい

ても、定期的な訪問や諸々の手続についてのサポートに加えて、地域全体で里親家庭

を支援していくために、社会資源への橋渡しを行っていく等の体制を整えていきます。 

また、一人一人の子どもに応じてより良い養育先を選ぶことができるよう、里親家

庭での養育以外にも、児童養護施設・乳児院など様々な選択肢を用意することが必要

だと考えています。 

 

③ 関係機関との連携 

  本市児童相談所開設に伴い、新たに児童相談所業務を行うことになるため、児童養

護施設や障害児入所施設、警察、裁判所等の関係機関との協力が欠かせません。また

奈良市被虐待児童対策地域協議会を中心とした関係機関との連携強化も必要です。そ

のため、それらの関係機関との交流をすすめ、開設後も協力・連携関係が構築できる

よう努めていきます。 

 

④ 奈良県との協議 

  平成 29年 10月に奈良県とプロジェクトチームを設置し、本市が児童相談所を設置

するために必要となる事項について協議をすすめています。 

○ 構成メンバー 

 奈良県：こども家庭課 
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中央こども家庭相談センター、高田こども家庭相談センター 

  奈良市：子育て相談課 

  ○ 協議項目 

   ・職員派遣研修 

     ・移譲業務の確認と整理 

   ・奈良市児童相談所開設へ向けてのスケジュール 

   ・国等の関係機関連携 

   ・都道府県社会的養育推進計画 等 

    

本市の児童相談所開設後も、奈良県とは職員研修や里親支援・児童福祉施設への入

所等において密接に連携をとりながら、協力体制を構築していきます。 
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５．ロードマップ 

平成 28 年の児童福祉法等の改正により、政府は法施行後 5 年を目途に、中核市等へ

の児童相談所設置推進に必要な支援を講ずるとしていることなどから、本市においては

平成 33 年度中の児童相談所開設を目指し、本計画を基に準備に取り組むこととします

【表１４】。 

施設整備について、平成 31年度に施設の実施設計を行い、施設整備をすすめます。 

児童相談所業務については、奈良県こども家庭相談センターや他都市の児童相談所等

へ派遣した職員とともに、必要となるマニュアル作成等の検討を行い、開設に向けて業

務の引き継ぎの準備をすすめます。 

また、現在奈良県こども家庭相談センターが担当しているケースの引継ぎについても

準備を整えなければなりません。移行期間中に連携不足による支援等の漏れが生じない

よう、奈良県と協力して引継ぎの体制を検討していきます。奈良県こども家庭相談セン

ターで担当している子どもや、子どもの家庭だけでなく、支援者に対しても、安心して

もらえるよう丁寧な説明が必要です。 

人材の確保・育成について、必要となる経験や技術を習得するために、奈良県こども

家庭相談センターをはじめ、関係施設等への派遣研修を継続して実施していきます。ま

た、児童相談所開設時の人員体制について関係課と調整をすすめます。 

その他として、中核市において児童相談所を設置するためには、児童福祉法第 59 条

の 4第 1項に基づく政令による指定が必要であり、奈良県と連携し国への協議を行いま

す。 
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【表１４】奈良市児童相談所の設置に係るスケジュール 
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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

 平成 24 年 8 月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づく奈良市の第 2 期子ども・子育て支援事

業計画の策定に当たり、ニーズ調査の実施、集計及び分析を行うことで、事業計画における「確保方策」

検討の基礎資料となるデータを整備することを目的とする。 

２ 調査対象 

①調査地域：奈良市全域 

②調査対象：就学前０歳から２歳の子どもの保護者、1,000人 

就学前３歳から５歳の子どもの保護者、1,000人 

小学生の子どもの保護者、2,000人 

母子健康手帳交付者 200人程度 

  ③標 本 数：4,200人 

３ 調査期間：就学前児童（０～２歳、３～５歳）、小学生・・・平成 30年 12月 1日～12月 17日 

母子健康手帳交付者           ・・・平成 30年 12月 1日～12月 28日 

４ 調査方法 

就学前児童（０～２歳、３～５歳）・・・郵送配布・回収 

  小学生            ・・・学校配布・郵送回収 

  母子健康手帳交付者      ・・・市役所の窓口配布・郵送回収 

５ 回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 報告書の留意点・見方 

・回答は各設問の回答者数（N）を基数とした百分率（％）で示している。小数点第２位を四捨五入し

ているため、比率の合計が総数と一致しない場合があります。 

・複数回答を可能とした設問では、回答比率の合計が 100％を超える場合があります。本文中、表や

グラフに次にあげるような表示がある場合、複数回答を可能とした設問になります。 

・ＭＡ％（Multiple Answer）  ：回答選択肢の中からあてはまるものをすべて選択する場合 

・３ＬＡ％（３ Limited Answer）：回答選択肢の中からあてはまるものを３つまで選択する場合 

・図では、コンピュータ入力の都合上、回答の選択肢を短縮している場合があります。 

アンケート調査 配布数 回答数 有効回答率

０～２歳 1,000通 516通 51.6%

３～５歳 1,000通 508通 50.8%

小学生 2,000通 1,185通 59.3%

計 4,000通 2,209通 55.2%

配布数 回答数 有効回答率

母子健康手帳交付者 223通 56通 25.1%
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Ⅱ 調査結果の概要 

１ 調査対象について 

（１）子どもと家族の状況について 

 子育てについて、主に行っているのは「母親」の割合が約 50％にのぼり、「父母ともに」の割合を

やや上回っており０～２歳、３～５歳、小学生での大きな差はありません。小学生については「父母

ともに」の割合が未就学児よりも低く、「主に母親」の割合より 5％以上低くなっています。 

 また、日頃、お子さんを見てもらえる親族・知人はいるかについて、「緊急時もしくは用事の際に

は祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が、０～２歳では 66.5％、３～５歳では 63.4％、小学生で

は 59.7％と最も高くなっています。また、「いずれもいない」の割合は 1割程度となっています。 

 

 

・あて名のお子さんの子育てについて（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。（１つに

○）                   

 

【０～２歳】 問 4                 【３～５歳】 問 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 問 4 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

47.9 

50.8 

0.2 

0.0 

0.8 

0.4 

45.0 

53.7 

0.0 

0.8 

0.2 

0.4 

47.5 

50.2 

0.0 

1.3 

0.3 

0.7 

0 20 40 60

平成30年度調査(N=516)

平成29年度調査(N=527)

平成25年度調査(N=908)

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

(MA%)

48.6 

49.4 

0.0 

1.2 

0.4 

0.4 

46.6 

50.3 

0.4 

1.0 

0.0 

1.8 

47.5 

50.6 

0.2 

0.9 

0.6 

0.2 

0 20 40 60

平成30年度調査(N=508)

平成29年度調査(N=511)

平成25年度調査(N=815)

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

(MA%)

45.3 

51.6 

0.8 

1.4 

0.3 

0.6 

49.7 

48.2 

0.6 

0.9 

0.0 

0.7 

49.2 

48.2 

0.8 

1.3 

0.4 

0.1 

0 20 40 60

平成30年度調査(N=1,185)

平成29年度調査(N=870)

平成25年度調査(N=1,151)

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

(MA%)
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・日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（あてはまる番号すべてに〇） 

 

【０～２歳】問 5                                 【３～５歳】 問 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】問 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.6 

66.5 

2.1 

9.1 

10.9 

0.2 

29.6 

65.1 

1.3 

9.5 

10.4 

0.2 

32.6 

62.4 

1.9 

6.4 

10.7 

0.3 

0 20 40 60 80

平成30年度調査(N=516)

平成29年度調査(N=527)

平成25年度調査(N=908)

日常的に祖父母等の
親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には
子どもをみてもらえる友人・知人がい

いずれもいない

無回答

(MA%)

23.4 

63.4 

3.0 

19.7 

10.4 

0.2 

29.5 

58.1 

2.3 

17.4 

10.4 

0.2 

28.2 

64.9 

2.8 

18.9 

8.1 

0.5 

0 20 40 60 80

平成30年度調査(N=508)

平成29年度調査(N=511)

平成25年度調査(N=815)

日常的に祖父母等の
親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には
子どもをみてもらえる友人・知人がい

いずれもいない

無回答

(MA%)

24.3 

59.7 

3.9 

25.2 

12.1 

0.3 

24.5 

59.0 

5.2 

24.3 

12.2 

0.5 

27.3 

57.7 

6.0 

25.9 

11.5 

0.3 

0 20 40 60 80

平成30年度調査(N=1,185)

平成29年度調査(N=870)

平成25年度調査(N=1,151)

日常的に祖父母等の
親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には
子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

(MA%)
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（２）保護者の就労状況について 

・母親の就労状況 

母親の就労状況について、「就労している」の割合が０～２歳では 58.3％、３～５歳では、63.2％、

小学生では、70.3％、母子健康手帳交付者では 57.1％と最も高くなっています。経年で見ると、０～

２歳、３～５歳、小学生ともに「就労している」が５ポイント以上高くなっており、「以前は就労して

いたが、現在は就労していない」を大きく上回っています。 

 

・あて名のお子さんの保護者の就労状況についてお答えください。 

 

【０～２歳】 ： 問 6               【３～５歳】 ： 問 6 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 ： 問 6                【母子健康手帳交付者】 ： 問 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.3 

40.3 

1.2 

0.2 

51.2 

44.7 

3.5 

0.6 

42.7 

52.8 

2.3 

2.2 

0 20 40 60 80

平成30年度調査(N=516)

平成29年度調査(N=521)

平成25年度調査(N=906)

就労している（育休等含む）

以前は就労していたが、
現在は就労していない

就労したことがない

無回答

(MA%)
63.2 

32.9 

3.3 

0.6 

58.1 

39.2 

2.8 

0.0 

45.3 

47.7 

5.1 

1.8 

0 20 40 60 80

平成30年度調査(N=508)

平成29年度調査(N=508)

平成25年度調査(N=811)

就労している（育休等含む）

以前は就労していたが、
現在は就労していない

就労したことがない

無回答

(MA%)

70.3 

24.6 

3.5 

1.7 

62.5 

33.0 

3.7 

0.8 

56.6 

33.2 

8.5 

1.7 

0 20 40 60 80

平成30年度調査(N=1,185)

平成29年度調査(N=861)

平成25年度調査(N=1,148)

就労している（育休等含む）

以前は就労していたが、
現在は就労していない

就労したことがない

無回答

(MA%)

57.1 

42.9 

0.0 

0.0 

0 20 40 60

就労している（育休等含む）

以前は就労していたが、
現在は就労していない

就労したことがない

無回答

(%)
(N=56)
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２ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

 （１）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

 「定期的な教育・保育事業」の利用状況は、０～２歳では市内での利用が 45.0％、市外での利用が

1.2％、「利用する必要がない」の割合が 36.4％となっています。一方、３～５歳では市内での利用が

92.3％、市外での利用が 3.3％、「利用する必要がない」の割合が 1.2％となっており、経年で見ると

０～２歳、３～５歳ともに「利用する必要がない」の割合が減少し、奈良市内での利用が増加してい

ます。 

 現在利用している事業については、０～２歳では「認可保育所」の割合が 52.5％と最も高く、３～

５歳では「幼稚園」の割合が 36.6％と最も高くなっています。経年で見ると、０～２歳および３～５

歳ともに「認定こども園」の割合が増加しています。 

 

・あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育事業」を利用しています

か。 

（あてはまる番号１つに○） ： 問 7 

【０～２歳】                     【３～５歳】                     

 

 

 

 

 

・現在平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。（当てはまる番号すべてに〇） 

（定期的な教育・保育事業を奈良市内、奈良市外で利用している方） ： 問 7-1①                        

 

 

 

 

 

 

45.0 

1.2 

15.7 

36.4 

1.7 

41.4 

1.1 

14.0 

41.6 

1.9 

33.3 

3.1 

15.7 

46.1 

1.8 

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査(N=516)

平成29年度調査(N=527)

平成25年度調査(N=908)

奈良市内で利用

他市町村で利用

利用したいができない

利用する必要がない

無回答

(%)
92.3 

3.3 

2.2 

1.2 

1.0 

92.0 

3.3 

1.4 

2.5 

0.8 

87.6 

4.5 

3.2 

4.5 

0.1 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査(N=508)

平成29年度調査(N=511)

平成25年度(N=815)

奈良市内で利用

他市町村で利用

利用したいができない

利用する必要がない

無回答

(%)

36.6 

15.4 

28.6 

34.2 

0.0 

0.4 

0.0 

0.4 

0.0 

0.8 

0.8 

0.2 

41.7 

14.4 

27.3 

25.1 

0.6 

1.4 

0.0 

0.2 

1.0 

1.4 

50.7 

9.9 

38.5 

5.3 

0.1 

0.5 

1.1 

1.7 

0.0 

0.1 

1.5 

1.3 

0 20 40 60

平成30年度調査(N=486)

平成29年度調査(N=487)

平成25年度調査(N=751)

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

事業所内保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

(MA%)
5.9 

2.1 

52.5 

27.3 

3.4 

5.0 

0.0 

3.8 

0.0 

0.4 

3.8 

1.3 

8.9 

6.7 

48.2 

24.1 

3.6 

0.0 

0.9 

5.4 

0.4 

0.9 

3.1 

2.2 

75.2 

4.2 

3.9 

1.2 

6.1 

0.0 

0.9 

3.6 

6.7 

2.4 

0 20 40 60 80

平成30年度調査(N=238)

平成29年度調査(N=224)

平成25年度調査(N=330)

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

事業所内保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

自治体の認証・認定保育施設
※平成25年度調査時のみの項目

その他

無回答

(MA%)

※平成25年度調査では

「幼稚園」、「幼稚園の預かり保育」

の選択肢はありません。
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（２）平日の定期的な教育・保育事業の今後の利用希望 

 平日の定期的な教育・保育事業の今後の利用希望において、無回答を除き０～２歳では「認定こど

も園」の割合が 43.8％と最も高く、次いで「認可保育所」の割合が 37.2％となっています。一方、３

～５歳では「認定こども園」の割合が 25.4％と最も高く、次いで「認可保育所」の割合が 20.9％とな

っています。母子健康手帳交付者においては、「認定こども園」の割合が 80.0％と最も高く、次いで

「認可保育所」の割合が 70.9％となっています。 

 幼稚園（通常の就園時間の利用）の希望の利用開始年齢については、「３歳」の割合が０～２歳では

69.5％、３～５歳では 72.3％、母子健康手帳交付者では 78.9％と、それぞれ最も高くなっています。 

 

・今後利用したい教育・保育事業はどれですか。（現在定期的な教育・保育事業を利用している人、 

利用していない人の回答の合計）（当てはまる番号すべてに〇） 

【０～２歳】 ： 問 7-1②            【３～５歳】 ：  問 7-1②       

 

 

 

 

 

 

 

【参考：H25年度調査結果】※現在の利用にかかわらずどの施設を利用したいか                    

【０～２歳】                 【３～５歳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.4 

32.6 

53.1 

43.4 

12.4 

3.6 

8.3 

6.9 

1.8 

3.0 

7.6 

2.1 

3.4 

0 20 40 60

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育園

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

(MA%)
(N=908)

51.4 

37.1 

38.3 

34.6 

7.6 

2.7 

5.4 

2.7 

0.7 

3.3 

7.1 

1.1 

3.6 

0 20 40 60

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育園

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

(MA%)
(N=815)

36.8 

25.8 

37.2 

43.8 

9.5 

8.1 

1.9 

2.9 

2.9 

5.6 

2.9 

14.3 

0 10 20 30 40 50

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

事業所内保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

(MA%)
(N=516)

16.3 

17.1 

20.9 

25.4 

1.4 

2.4 

0.8 

0.6 

1.6 

3.0 

1.0 

35.0 

0 10 20 30 40

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

事業所内保育施設

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

(MA%)
(N=508)
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・日常的に利用したい教育・保育事業はどれですか。（当てはまる番号すべてに〇） 

【母子健康手帳交付者】 ： 問 9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平日の定期的な教育・保育事業の利用希望において、 

お子さんが何歳になったら「幼稚園（通常の就園時間の利用）」を利用したいか。 

 

【０～２歳・３～５歳】 ： 問 7-9        【母子健康手帳交付者】 ： 問 9-3 

                       

 

 

 

 

  

34.5 

32.7 

70.9 

80.0 

23.6 

7.3 

12.7 

5.5 

0.0 

5.5 

0.0 

0 20 40 60 80 100

幼稚園
（通常の就園時間のみの利用）

幼稚園（通常の就園時間を延長して預かる
事業のうち定期的な利用のみ）

認可保育所

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

無回答

(MA%)
(N=55)

69.5 

15.3 

1.6 

13.7 

72.3 

16.9 

0.0 

10.8 

0 20 40 60 80

0～2歳(N=190)

3～5歳(N=83)

３歳

４歳

５歳

無回答

(%)

78.9 

15.8 

0.0 

5.3 

0 20 40 60 80 100

3歳

4歳

5歳

無回答

(%)
(N=19)
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（３）幼児教育の無償化が実施された場合について 

  幼児教育の無償化が実施された場合、「定期的な教育・保育事業」を利用している人については、

０～２歳、３～５歳ともに 80％以上が継続して現在の事業を利用したいと答えています。また、現在

事業を利用していない人について、０～２歳では 66.2％、３～５歳では 64.7％が新たに事業を利用し

たいと答えています。また、母親の就労状況について、０～２歳においては、17.6％が就労を開始す

ると答えています。 

  

【０～２歳・３～５歳】  

現在「定期的な教育・保育事業」を利用している人のうち、継続して現在の事業を利用したいかどう

か。 ： 問 7-11、問 7-13 

 

 

 

 

現在は「定期的な教育・保育事業」を利用していない人のうち、新たに教育・保育施設を利用したい

かどうか。 ： 問 7-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の方の就労状況が変わるかどうか。 ： 問 7-15 

＜父親＞                         ＜母親＞  

 

 

 

 
  

80.3 

7.1 

12.6 

85.8 

6.4 

7.8 

0 20 40 60 80 100

0～2歳(N=238)

3～5歳(N=486)

継続して利用したい

異なる教育・保育施設を利用したい

無回答

(%)

66.2 

23.4 

10.4 

64.7 

35.3 

0.0 

0 20 40 60 80

0～2歳(N=269)

3～5歳(N=17)

新たに教育・保育施設を利用したい

新たに教育・保育施設の利用を希望しない

無回答

(%)

91.9 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

7.6 

90.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

9.8 

0 20 40 60 80 100

0～2歳(N=516)

3～5歳(N=508)

変わらない

就労時間を今よりも短くする

就労時間を今よりも長くする

就労していなかったが、就労を開始する

就労しているが、就労をやめる

無回答

(%)

66.9 

3.9 

5.8 

17.6 

0.2 

5.6 

79.7 

3.3 

2.2 

7.7 

0.2 

6.9 

0 20 40 60 80 100

0～2歳(N=516)

3～5歳(N=508)

変わらない

就労時間を今よりも短くする

就労時間を今よりも長くする

就労していなかったが、就労を開始する

就労しているが、就労をやめる

無回答

(%)
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【母子健康手帳交付者】 

 母子健康手帳交付者における幼児教育の無償化が実施された場合についての回答では、利用したい

施設・事業があるかにおいて、「無償化実施後にもっとも利用したい施設・事業がある」の割合が

92.9％と最も高くなっています。 

 もっとも利用したいと思う施設・事業においては、「認可保育所」の割合が 46.2％と最も高く、次い

で、「認定こども園」の割合が 26.9％、「幼稚園（通常の就園時間のみの利用）」の割合が 15.4％とな

っています。 

 また、理想とする働き方（就労形態）は変わるかにおいては、あなた（母子健康手帳交付者）で

「変わらない」の割合が 55.4％と最も高く、次いで「就労時間を長くする」の割合が 16.1％となって

います。 

 

 

 

利用したい施設・事業があるか：問 9       もっとも利用したいと思う施設・事業：問 9-2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理想とする働き方（就労状況）は変わるか：問 10-1 

あなた（母子健康手帳交付者）              配偶者・パートナー                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.9 

1.8 

5.4 

0 20 40 60 80 100

無償化実施後に、
もっとも利用したい施設・事業がある

利用したい施設・事業がない

無回答

(%)
(N=56)

15.4 

9.6 

46.2 

26.9 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 10 20 30 40 50

幼稚園（通常の就園時間のみの利用）

幼稚園（通常の就園時間を延長して預かる
事業のうち定期的な利用のみ）

認可保育所

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

無回答

(%)
(N=52)

55.4 

8.9 

16.1 

3.6 

10.7 

5.4 

0 20 40 60

変わらない

就労時間を短くする

就労時間を長くする

就労しようと思っていたが、就労しないで
子育てや家事に専念する

就労しないで子育てや家事に専念する
つもりだったが、就労しようと思う

無回答

(%)
(N=56)

92.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.1 

0 20 40 60 80 100

変わらない

就労時間を短くする

就労時間を長くする

就労しようと思っていたが、就労しないで
子育てや家事に専念する

就労しないで子育てや家事に専念する
つもりだったが、就労しようと思う

無回答

(%)
(N=56)
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３ 育児休業や短時間勤務制度などの職場の両立支援制度について 
＜母親＞  

お子さんが生まれた時、育児休業を取得したかについて、母親が「取得した（取得中である）」の割

合が０～２歳では 47.5％、３～５歳では 35.0％となっており、経年で見ても０～２歳、３～５歳とも

に徐々に高くなっています。 

 また、母親が取得していない理由においては、０～２歳、３～５歳ともに「子育てや家事に専念す

るため退職した」の割合が最も高くなっていますが、平成 25年度調査からは徐々に割合が低くなって

きています。 

 

・母親の育児休業取得状況 

【０～２歳】 ： 問 17               【３～５歳】 ： 問 20     

 

      

 

 

 

 

・母親が育児休業を取得しなかった理由   

9.3 

7.4 

3.7 

7.4 

1.9 

7.4 

9.3 

3.7 

5.6 

25.9 

9.3 

7.4 

0.0 

1.9 

24.1 

5.6 

6.0 

2.0 

2.0 

6.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

12.0 

26.0 

8.0 

4.0 

4.0 

2.0 

22.0 

10.0 

15.0 

6.2 

1.8 

5.3 

0.0 

1.8 

1.8 

0.0 

8.8 

41.6 

18.6 

6.2 

1.8 

3.5 

10.6 

10.6 

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査(N=54)

平成29年度調査(N=50)

平成25年度調査(N=113)

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族に
みてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを
知らなかった

産前産後の休暇を取得できることを
知らず、退職した

その他

無回答

(MA%)

14.0 

11.6 

4.7 

16.3 

0.0 

4.7 

2.3 

7.0 

9.3 

30.2 

30.2 

2.3 

0.0 

2.3 

25.6 

2.3 

10.2 

13.6 

5.1 

8.5 

0.0 

3.4 

1.7 

3.4 

3.4 

30.5 

15.3 

3.4 

0.0 

1.7 

11.9 

8.5 

13.7 

5.5 

4.1 

9.6 

0.7 

4.1 

2.1 

0.0 

4.1 

43.8 

19.2 

8.9 

0.0 

1.4 

17.1 

12.3 

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査(N=43)

平成29年度調査(N=59)

平成25年度調査(N=146)

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族に
みてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを
知らなかった

産前産後の休暇を取得できることを
知らず、退職した

その他

無回答

(MA%)

50.4 

35.0 

10.6 

3.9 

54.4 

33.9 

9.8 

2.0 

58.2 

26.0 

13.9 

1.8 

0 20 40 60 80

平成30年度調査(N=508)

平成29年度調査(N=511)

平成25年度調査(N=811)

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

(%)
41.9 

47.5 

8.3 

2.3 

48.8 

38.9 

11.2 

1.1 

49.2 

34.1 

16.1 

0.6 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査(N=516)

平成29年度調査(N=527)

平成25年度調査(N=906)

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

(%)
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＜父親＞ 

 一方で、父親は「取得していない」の割合が０～２歳、３～５歳ともに 80％以上となっており、「取

得した（取得中である）」では、経年で見ると０～２歳では平成 25年度調査からわずかに割合が増加

してきています。また、取得していない理由については、「仕事が忙しかった」「制度を利用する必要

がなかった」「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」といった割合が０～２歳、３～５歳とも

に上位で多くみられます。 

 

・父親の育児休業取得状況 

【０～２歳】 ： 問 17                  【３～５歳】 ： 問 20 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

・父親が育児休業を取得しなかった理由 

 

 

 

  

26.7 

27.4 

0.4 

2.5 

3.4 

18.2 

1.1 

22.6 

32.3 

0.7 

8.7 

0.7 

0.4 

0.0 

5.4 

5.6 

19.7 

18.8 

0.0 

0.9 

1.2 

7.6 

0.0 

13.4 

35.4 

0.7 

6.5 

0.5 

0.5 

0.0 

4.9 

9.7 

28.4 

38.9 

0.3 

6.8 

3.9 

24.1 

1.2 

18.0 

31.6 

0.9 

10.6 

0.1 

1.5 

0.0 

6.5 

5.8 

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査(N=446)

平成29年度調査(N=432)

平成25年度調査(N=689)

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族に
みてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを
知らなかった

産前産後の休暇を取得できることを
知らず、退職した

その他

無回答

(MA%)
29.9 

31.9 

0.4 

3.1 

4.7 

16.2 

0.2 

27.4 

28.5 

0.2 

9.4 

0.2 

0.7 

0.0 

6.7 

5.8 

18.6 

17.1 

0.0 

1.1 

1.3 

8.2 

0.4 

22.3 

29.2 

1.1 

7.4 

0.4 

1.3 

0.0 

4.8 

6.9 

31.5 

37.8 

0.6 

5.9 

6.4 

29.3 

0.6 

23.9 

32.4 

1.4 

11.4 

1.0 

1.3 

0.0 

5.8 

5.2 

0 10 20 30 40

平成30年度調査(N=445)

平成29年度調査(N=462)

平成25年度調査(N=796)

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族に
みてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを
知らなかった

産前産後の休暇を取得できることを
知らず、退職した

その他

無回答

(MA%)

1.6 

6.2 

86.2 

6.0 

1.1 

4.7 

87.7 

6.5 

2.2 

2.1 

91.6 

4.1 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査(N=516)

平成29年度調査(N=527)

平成25年度調査(N=869)

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

(%)
1.0 

3.5 

87.8 

7.7 

1.4 

3.5 

84.5 

10.6 

0.8 

3.3 

90.2 

5.8 

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査(N=508)

平成29年度調査(N=511)

平成25年度調査(N=764)

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

(%)
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４ 放課後の過ごし方について 

 小学校低学年（１～３年生）になったときの放課後の過ごし方について、どのような場所で過ごさ

せたいと思うかについて、３～５歳では「バンビーホーム（放課後児童クラブ）」の割合が 52.9％と最

も高く、次いで「自宅」の割合が 48.9％、「習いごとや塾」の割合が 37.4％となっています。 

 一方で、小学生では「自宅」の割合が 63.1％と最も高く、「習いごとや塾」の割合が 55.8％、「バン

ビーホーム（放課後児童クラブ）」の割合が 26.0％となっており、上位の項目では違いはありません

が、未就学児と小学生では希望の過ごし方にわずかに乖離がみられます。 

 小学校高学年（４～６年生）になったときの放課後の過ごし方について、３～５歳では「自宅」の

割合が 55.7％と最も高く、次いで、「習いごとや塾」の割合が 52.9％、「バンビーホーム（放課後児童

クラブ）」の割合が 32.8％となっています。 

 一方、小学生では「自宅」の割合が 67.2％と最も高く、次いで、「習いごとや塾」の割合が

65.7％、「その他（公民館や公園）」の割合が 23.8％となっています。 

 

 

・あて名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年）の間、また、高学年（４～６年）の間には

放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。 

 

（１）小学校低学年（１～３年生）     （２）小学校高学年（４～６年生） 

【３～５歳】：問 18 【小学生】：問 8      【３～５歳】：問 18 【小学生】：問 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48.9 

11.5 

37.4 

2.9 

17.8 

52.9 

0.0 

6.9 

4.6 

63.1 

19.9 

55.8 

3.0 

18.2 

26.0 

0.8 

22.0 

12.4 

0 20 40 60 80

3～5歳(N=174)

小学生(N=1,185)

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習いごとや塾

児童館

放課後子ども教室

バンビーホーム（放課後児童クラブ）

ファミリーサポートセンター

その他（公民館や公園）

無回答

(MA%)

55.7 

15.5 

52.9 

4.0 

16.7 

32.8 

0.0 

7.5 

12.6 

67.2 

21.0 

65.7 

2.8 

13.4 

13.2 

0.6 

23.8 

14.4 

0 20 40 60 80

3～5歳(N=174)

小学生(N=1,185)

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習いごとや塾

児童館

放課後子ども教室

バンビーホーム（放課後児童クラブ）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館や公園）

無回答

(MA%)
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５ 子育てに関する悩み事や環境への満足度について 

（１）子育てに関して日常悩んでいることや、または気になること 

 子育てに関して日常悩んでいること、または気になることについて、０～２歳では「食事や栄養に

関すること」の割合が 43.0％と最も高く、次いで「病気や発育・発達に関すること」の割合が

37.2％、「子どもの教育に関すること」の割合が 29.8％となっています。３～５歳、小学生では上位２

項目で「子どもの教育に関すること」「子どもを叱りすぎているような気がすること」の割合が高くな

っており、子どもの年齢が上がるにつれて、悩みが変化しています。 
 

・子育てに関して日常悩んでいること、または気になることはどのようなことですか。 

【０～２歳】：問 20 【３～５歳】：問 23  【小学生】：問 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.2 

43.0 

7.9 

13.0 

23.3 

6.8 

25.4 

29.8 

7.6 

1.4 

6.6 

6.0 

3.1 

10.1 

20.0 

1.9 

7.6 

3.9 

14.3 

1.6 

31.5 

24.4 

5.9 

14.0 

30.9 

4.5 

25.8 

36.2 

17.9 

3.0 

11.6 

8.9 

4.9 

7.7 

34.4 

3.7 

6.3 

3.5 

13.0 

3.5 

26.6 

14.3 

2.9 

12.4 

22.7 

3.8 

15.9 

42.6 

28.4 

3.8 

11.4 

8.4 

5.0 

7.3 

32.3 

4.1 

4.6 

3.9 

15.0 

2.8 

0 10 20 30 40 50

0～2歳(N=516)

3～5歳(N=508)

小学生(N=1,185)

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが
十分にできないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめ等を含む）に
関すること

不登校などの問題について

子育てに関しての配偶者・パートナーの
協力が少ないこと

配偶者・パートナーと意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・
職場などまわりの見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを
手伝ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあ
げたり世話をしなかったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・
申し込み方法がよくわからないこと

その他

特にない

無回答

(MA%)
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（２）子育てにおいての環境や支援への満足度 

 奈良市における子育ての環境や支援への満足度について、「３」の割合が０～２歳では 38.6％、３

～５歳では 38.0％、小学生では 32.2％と最も高く、次いで「２」の割合が高くなっており、０～２

歳、３～５歳、小学生ともに満足度がやや低いほうに回答が集中しています。平成 25年度調査と比較

すると、「５」の満足度の高い割合が３～５歳では増加しているものの、０～２歳で減少し、小学生で

は変化が見られません。  

 

・奈良市における子育ての環境や支援への満足度についてあてはまる番号１つに○ 

【０～２歳】 ： 問 18             

 

 

 

 

  

【３～５歳】 ： 問 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 ： 問 20 

  

10.8 

19.0 

13.1 

28.5 

28.8 

33.3 

38.0 

38.0 

40.0 

11.0 

10.4 

8.7 

2.2 

1.2 

1.2 

9.4 

2.7 

3.7 

1 2 3 4 5 無回答

平成30年度調査(N=508)

平成29年度調査(N=511)

平成25年度調査(N=815)

(%)
0 20 40 60 80 100

9.7 

14.0 

11.3 

23.8 

23.5 

26.2 

38.6 

40.0 

44.7 

14.0 

16.5 

13.9 

1.4 

2.3 

2.4 

12.6 

3.6 

1.4 

1 2 3 4 5 無回答

平成30年度調査(N=516)

平成29年度調査(N=527)

平成25年度調査(N=908)

(%)
0 20 40 60 80 100

満足度が 

高い 

満足度が 

高い 

満足度が 

高い 

満足度が 

低い 

満足度が 

低い 

満足度が 

低い 

17.4 

23.8 

18.7 

27.6 

29.5 

33.5 

32.2 

33.2 

37.4 

5.9 

7.6 

5.5 

0.9 

1.4 

0.9 

16.0 

4.5 

4.1 

1 2 3 4 5 無回答

平成30年度調査(N=1,185)

平成29年度調査(N=870)

平成25年度調査(N=1,151)

(%)
0 20 40 60 80 100
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６ 子育てしやすいまちについて 

 奈良市は子育てしやすいまちかについて、「とてもそう思う」+「そう思う」の割合が、０～２歳で

は 46.1％、３～５歳では 42.2％、小学生では 37.9％となっており、年齢が上がるにつれて、肯定的な

意見の割合が低くなっています。 

また、子育てしやすいまちだと感じる条件について、０～２歳、３～５歳、小学生ともに上位３項

目は「教育・保育に関する環境が充実している」「経済的支援が充実している」「子どもにとって安全

な環境がある」で、高い割合を占めています。小学生においては、「子どもにとって安全な環境があ

る」の割合が未就学児より突出しています。 

 

 

・奈良市は子育てしやすいまちだと感じますか。（あてはまるもの１つに○） 

【０～２歳】問 25   【３～５歳】問 28  【小学生】問 27  

・子育てしやすいまちだと感じる条件は何ですか。（あてはまるもの３つまで○） 

【０～２歳】問 25-1 【３～５歳】28-1  【小学生】27-1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.2 

16.5 

41.1 

4.3 

28.9 

34.3 

20.9 

8.5 

11.0 

1.4 

17.8 

37.0 

12.4 

42.7 

4.1 

24.2 

38.6 

17.5 

11.0 

8.7 

5.1 

17.3 

39.7 

9.9 

42.9 

2.5 

17.7 

46.2 

13.7 

10.7 

12.0 

4.0 

17.4 

0 10 20 30 40 50

0～2歳(N=516)

3～5歳(N=508)

小学生(N=1,185)

経済的支援が充実している

子どもや子育てに関する相談窓口が
充実している

教育・保育に関する環境が充実している

子育て住宅が整備されている

親子で外出する環境が整備されている

子どもにとって安全な環境がある

近隣にショッピングができる環境がある

職場が近く、ワークライフバランスが
保たれている

公共交通機関が整備されている

その他

無回答

(MA%)
2.3 

43.8 

42.8 

7.4 

3.7 

2.2 

40.0 

47.8 

7.7 

2.4 

1.6 

36.3 

48.9 

10.6 

2.5 

0 20 40 60

0～2歳(N=516)

3～5歳(N=508)

小学生(N=1,185)

とてもそう思う

そう思う

あまり思わない

まったく思わない

無回答

(%)
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７ 子どもにやさしいまちについて 

  奈良市は子どもにやさしいまちかについて、「とてもそう思う」+「そう思う」の割合が０～２歳

では 39.7％、３～５歳では 33.9％、小学生では 29.6％、母子健康手帳交付者では 48.2％となってお

り、年齢が上がるにつれて肯定的な意見の割合が低くなっています。 

 子どもにやさしいまちだと感じる条件について、０～２歳、３～５歳、小学生、母子健康手帳交付

者ともに上位２項目が「子どもが安心して過ごすことができる居場所や遊び場がある」「安心して子育

てできる環境がある」となっています。 

 

 

・奈良市は子どもにやさしいまちだと感じますか。（あてはまるもの１つに○） 

【０～２歳】問 24 【３～５歳】問 27 【小学生】問 26 【母子健康手帳交付者】問 15 

・子どもにやさしいまちだと感じる条件は何ですか。（あてはまるもの３つまで○） 

【０～２歳】問 24-1 【３～５歳】問 27-1 【小学生】問 26-1 【母子健康手帳交付者】問 15-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 

61.2 

16.3 

17.2 

62.6 

20.0 

12.0 

2.5 

15.5 

17.7 

54.5 

16.5 

13.6 

53.9 

17.9 

8.3 

3.7 

21.3 

16.3 

52.7 

18.2 

16.5 

56.7 

18.4 

10.3 

3.8 

17.0 

26.8 

48.2 

14.3 

5.4 

44.6 

14.3 

21.4 

3.6 

19.6 

0 20 40 60 80

0～2歳(N=516)
3～5歳(N=508)
小学生(N=1,185)
母子健康手帳交付者(N=56)

子どもに関する施策について、
適切な情報提供がされ、

子どもが意見表明や参加する機会がある

安心して子育てできる環境がある

困難を有する子どもと家庭に対し
必要な支援がある

有害及び危険な環境から守るための
安全な環境がある

子どもが安心して過ごすことができる
居場所や遊び場がある

子どもが地域行事へ参加し、
ともに活動できる環境がある

子どもが安心して容易に相談できる
体制がある

その他

無回答

(MA%)
1.9 

37.8 

49.6 

7.4 

3.3 

1.6 

32.3 

56.5 

8.3 

1.4 

0.7 

28.9 

56.1 

11.9 

2.4 

7.1 

41.1 

35.7 

8.9 

7.1 

0 20 40 60

0～2歳(N=516)
3～5歳(N=508)
小学生(N=1,185)
母子健康手帳交付者(N=56)

とてもそう思う

そう思う

あまり思わない

まったく思わない

無回答

(%)



奈良市子ども未来部子ども政策課
平成31年3月27日

資料4

平成31年度の奈良市の教育・保育の提供体制について（案）



【位置図】 【５年間の量の見込み】

■特定教育・保育施設 （平成31年3月現在）

見
込

【幼稚園・保育所等の配置状況】

■確認を受けない幼稚園

・ 平成30年度　案件なし

・ 平成30年度　案件なし

■特定地域型保育事業

・ 平成30年度　案件なし

・ 平成30年度　案件なし
19

13 - - 19 ▲

特定地域型保育事業　合計 6 13 0 0

2号 1号 合計
0歳 1・2歳

1 奈良すこやか保育園 私 小規模保育事業 6

（３）地域型保育事業の活用

No 施　設　名 公私 施設種別

利用定員（人）

備　　考
（４）既存の私立施設の拡大

3号

- 131 131 ●

確認を受けない幼稚園　合計 0 0 0 649 649

6 奈良教育大学附属幼稚園 国 幼稚園 - -

- - - 95 95 ●

- - 83 83 ●

（２）市立幼保施設の民営化
5 愛染幼稚園 私 幼稚園

- - 102 102 ●

4 奈良保育学院付属幼稚園 私 幼稚園 -

- - 113 113 ●

3 親愛幼稚園 私 幼稚園 -

- 125 125 ●

（１）市立幼保施設の再編
2 いさがわ幼稚園 私 幼稚園 -

【提供体制の整備に係る平成30年度の取組状況】※予算措置分に限る
0歳 1・2歳

1 東大寺学園幼稚園 私 幼稚園 - -

No 施　設　名 公私 施設種別

直近３年間の児童数の平均

備　　考3号
2号 1号 合計

- 20 ○大宮幼稚園内

特定教育・保育施設　合計 237 756 1,259 714 2,966

- 40 ■あけぼの会夜間保から名称変更

※7 あいづ保育園分園 私 保育所 - 20 -

- 165 ■

23 桃の木保育園 私 保育所 6 12 22

- 300 ■

22 みのり保育園 私 保育所 20 55 90

- 120 ■

21 極楽坊保育園 私 保育所 15 105 180

- 90 ■

20 あいづ保育園 私 保育所 10 44 66

- 100 ■

19 すまいる保育園 私 保育所 9 30 51

- 90 ■

18 奈良ルーテル保育園 私 保育所 12 34 54

- 125 ■

17 新大宮駅前みどりの園保育園 私 保育所 15 30 45

- 200 □

16 こまどり保育園 私 保育所 20 42 63

- 200 □

15 春日保育園 公 保育所 20 60 120

- 120 □

14 大宮保育園 公 保育所 20 60 120

45 45 ●

13 三笠保育園 公 保育所 20 40 60

70 70 ○

12 奈良育英幼稚園 私 幼稚園 - - -

70 70 ○

11 飛鳥幼稚園 公 幼稚園 - - -

70 70 ○

10 大安寺幼稚園 公 幼稚園 - - -

70 70 ○

9 済美幼稚園 公 幼稚園 - - -

140 140 ○

8 大安寺西幼稚園 公 幼稚園 - - -

70 70 ○

7 大宮幼稚園 公 幼稚園 - - -

147 ◆

6 佐保幼稚園 公 幼稚園 - - -

80 ◆

5 認定こども園奈良カトリック幼稚園 私 幼稚園型認定こども園 - 7 21 119

189 ◆

4 あいのそのこども園 私 幼保連携型認定こども園 5 24 39 12

私 幼保連携型認定こども園 30 60 90 9

315 ◆

H31 240 775 1,176 151 889 3 佐保川こども園

私 幼保連携型認定こども園 23 103 180 9

130 ◇

H30 199 739 1,184 143 965 2 佐保山こども園

公 幼保連携型認定こども園 12 30 58 30

0歳 1・2歳

H29 223 763 1,172 110 972 1 若草こども園

3号
2号 1号 合計

H28 234 738 1,208 125 944

施設種別

利用定員（人）

備　　考

実
績

H27 204 771 1,217 120 984

1・2歳 保育 教育

No 施　設　名 公私

　　中央区域の平成30年度の取組状況と平成31年4月の利用定員（案）について 1

【平成31年4月の確保方策（案）の内訳】
3号 2号

1号
0歳

6

1
12

8

2
3

4

9

１０

5 6
11

２

317

15

18

16

14

13

20

19
21

22

23

1

1

4

5

7



【位置図】 【５年間の量の見込み】

■特定教育・保育施設 （平成31年3月現在）

見
込

【幼稚園・保育所等の配置状況】

■確認を受けない幼稚園

・ 平成31年4月～　平城西幼稚園休園
■特定地域型保育事業　・・・　なし

・ 鶴舞こども園の民間移管に向けた事業者選定
・ 右京保育園の民間移管に向けた事業者選定

・平成30年度　案件なし

・ （※新設）民間保育所設置に向けた事業者選定済（平成31年度設置予定　1園）

（２）市立幼保施設の民営化

（３）地域型保育事業の活用

（４）既存の私立施設の拡大

確認を受けない幼稚園　合計 0 0 0 494 494

- - - 140 140 ●

- - 225 225 ●

（１）市立幼保施設の再編
3 奈良女子大学附属幼稚園 国 幼稚園

- - 129 129 ●

2 登美が丘カトリック幼稚園 私 幼稚園 -

1号 合計
0歳 1・2歳

【提供体制の整備に係る平成30年度の取組状況】※予算措置分に限る
1 奈良学園幼稚園 私 幼稚園 -

2,723

No 施　設　名 公私 施設種別

直近３年間の児童数の平均

備　　考3号
2号

8 - - 11 ◇青和こども園内

特定教育・保育施設　合計 173 548 1,037 965

40 65 - 120 ■

※2 そら保育園分園 私 保育所 3

30 54 - 90 ■

19 桜華保育園 私 保育所 15

40 60 - 120 ■

18 学研奈良ピュア保育園 私 保育所 6

22 45 - 70 ■

17 あかね保育園 私 保育所 20

60 120 - 200 □

16 みずほ保育園 私 保育所 3

- - 70 70 ○

15 右京保育園 公 保育所 20

- - 70 70 ○

14 二名幼稚園 公 幼稚園 -

- - - 0 ○平成３１年４月より休園

13 登美ヶ丘幼稚園 公 幼稚園 -

40 75 9 139 ◆

12 平城西幼稚園 公 幼稚園 -

74 120 9 225 ◆

11 ＹＭＣＡあきしの保育園 私 幼保連携型認定こども園 15

56 84 6 158 ◆

10 中登美こども園 私 幼保連携型認定こども園 22

70 120 40 250 ◆

9 鶴舞保育園 私 幼保連携型認定こども園 12

- 30 110 140 ◇

8 奈良認定こども園学園前学園 私 幼保連携型認定こども園 20

- 30 140 170 ◇

7 東登美ヶ丘こども園 公 幼保連携型認定こども園 -

63 105 60 250 ◇

6 平城こども園 公 幼保連携型認定こども園 -

9 61 70 ◇

5 朱雀こども園 公 幼保連携型認定こども園 22

75 95 230 ◇

4 鶴舞こども園 公 幼保連携型認定こども園 - -

30 140 170 ◇

3 神功こども園 公 幼保連携型認定こども園 15 45

2 青和こども園 公 幼保連携型認定こども園 - -

15 155 170 ◇

H31 201 566 891 112 949

1 左京こども園 公 幼保連携型認定こども園 - -H30 161 588 881 107 1,132

187 557 888 112 1,000 0歳

備　　考H28 166 534 898 93 941 3号
2号 1号

983

No 施　設　名 公私 施設種別

利用定員（人）

合計
1・2歳

1・2歳 保育 教育

実
績

H27 166 524 837 82

H29

　　西部北区域の平成30年度の取組状況と平成31年4月の利用定員（案）について 2

【平成31年4月の確保方策（案）の内訳】
3号 2号

1号
0歳

1

15316

17

4

12

1

2

13

2

14

3

9

8

10

19

11

18

5

6

7



【平成31年4月の確保方策（案）の内訳】
【位置図】 【５年間の量の見込み】 ■特定教育・保育施設 （平成31年3月現在）

見
込

【幼稚園・保育所等の配置状況】

■確認を受けない幼稚園

・ 伏見こども園設置に向けた施設整備・改修工事
・ 学園南こども園設置に向けた施設整備

・ 平成30年度　案件なし
■特定地域型保育事業

・ 平成30年度　案件なし

・ （※新設）民間保育所設置に向けた事業者選定済（平成31年度設置予定　1園） 57

13 - - 19 ▲

特定地域型保育事業　合計 18 39 0 0

13 - - 19 ▲

3 ニチイキッズ伏見菅原保育園 私 小規模保育事業 6

- - 19 ▲

（４）既存の私立施設の拡大
2 ＹＭＣＡ西大寺南保育園 私 小規模保育事業 6

1号 合計
0歳 1・2歳

1 佐紀こだま保育園 私 小規模保育事業 6 13

（３）地域型保育事業の活用
No 施　設　名 公私 施設種別

利用定員（人）

備　　考3号
2号

確認を受けない幼稚園　合計 0 0 0 941 941

- - - 149 149 ●

- - 127 127 ●

（２）市立幼保施設の民営化
6 学園前ネオポリス幼稚園 私 幼稚園

- - 131 131 ●

5 帝塚山幼稚園 私 幼稚園 -

- - 125 125 ●

4 ひかり幼稚園 私 幼稚園 -

- - 166 166 ●

3 近畿大学附属幼稚園 私 幼稚園 -

- 243 243 ●

（１）市立幼保施設の再編
2 奈良大学附属幼稚園 私 幼稚園 -

合計

【提供体制の整備に係る平成30年度の取組状況】※予算措置分に限る
0歳 1・2歳

1 西大寺幼稚園 私 幼稚園 - -

No 施　設　名 公私 施設種別

直近３年間の児童数の平均

備　　考3号
2号 1号

45 - 90 ■

特定教育・保育施設　合計 241 599 1,145 1,114 3,099

48 - 90 ■

25 西大寺南みどりの園保育園 私 保育所 15 30

63 - 120 ■

24 ＹＭＣＡなら保育園 私 保育所 12 30

75 - 126 ■

23 西奈良ルーテル保育園 私 保育所 15 42

57 - 90 ■

22 とみお駅前保育園 私 保育所 12 39

60 - 110 ■

21 そら保育園 私 保育所 10 23

45 - 90 ■

20 西の京さくら保育園 私 保育所 15 35

96 - 172 ■

19 西ノ京みどりの園保育園 私 保育所 15 30

96 - 160 □

18 西大寺保育園 私 保育所 22 54

90 - 160 □

17 富雄保育園 公 保育所 18 46

120 - 200 □

16 京西保育園 公 保育所 18 52

- 70 70 ○

15 伏見保育園 公 保育所 20 60

- 70 70 ○

14 富雄第三幼稚園 公 幼稚園 - -

- 70 70 ○

13 三碓幼稚園 公 幼稚園 - -

- 140 140 ○

12 鳥見幼稚園 公 幼稚園 - -

- 70 70 ○

11 富雄北幼稚園 公 幼稚園 - -

- 70 70 ○

10 伏見南幼稚園 公 幼稚園 - -

9 六条幼稚園 公 幼稚園 - -

- - - 70 70 ○

30 45 15 105 ◆

8 西大寺北幼稚園 公 幼稚園

30 45 28 118 ◆

7 こだま保育園 私 幼保連携型認定こども園 15

38 65 21 143 ◆

6 奈良認定こども園富雄学園 私 幼保連携型認定こども園 15

1,396 5 奈良認定こども園あやめ池学園 私 幼保連携型認定こども園 19

60 120 55 255 ◇平成31年4月移行

H31 232 727 1,009 226

1,412 4 学園南こども園 公 幼保連携型認定こども園 20

- 15 155 170 ◇平成31年4月移行

H30 201 694 1,035 215

1,506 3 伏見こども園 公 幼保連携型認定こども園 -

- 30 140 170 ◇

H29 215 716 1,006 185

1,546 2 都跡こども園 公 幼保連携型認定こども園 -

- 30 140 170 ◇

H28 215 675 1,011 187

1,622 1 富雄南こども園 公 幼保連携型認定こども園 -

1号 合計
0歳 1・2歳

実
績

H27 198 662 1,038 172

公私 施設種別

利用定員（人）

備　　考
0歳 1・2歳 保育 教育

3号
2号

　　西部南区域の平成30年度の取組状況と平成31年4月の利用定員（案）について 3

3号 2号

1号 No 施　設　名

18

5

7

2016

7

8

2

1

3

2

9

10

4

11

12

1

13

5

6

14

15

19

17

21

22

23
6

1

23

24
25

3

4



【位置図】 【５年間の量の見込み】

■特定教育・保育施設 （平成30年3月現在）

見
込

【幼稚園・保育所等の配置状況】

■確認を受けない幼稚園　・・・　なし

■特定地域型保育事業　・・・　なし

・ 辰市こども園設置に向けた施設整備

・ 平成30年度　案件なし

※対象外

※対象外

（４）既存の私立施設の拡大

715

【提供体制の整備に係る平成30年度の取組状況】※予算措置分に限る

（１）市立幼保施設の再編

（２）市立幼保施設の民営化

（３）地域型保育事業の活用

30 58 - 100 □

特定教育・保育施設　合計 57 164 298 196

- 70 70 ○

5 都南保育園 公 保育所 12

90 55 215 ◇平成31年4月移行

4 明治幼稚園 公 幼稚園 - -

75 30 160 ◇

3 辰市こども園 公 幼保連携型認定こども園 18 52

2 高円こども園 公 幼保連携型認定こども園 15 40

75 41 170 ◇

H31 42 115 238 1 97

1 帯解こども園 公 幼保連携型認定こども園 12 42H30 31 123 216 1 102

39 113 237 6 99 0歳

備　　考H28 30 130 238 1 109 3号
2号 1号

105

No 施　設　名 公私 施設種別

利用定員（人）

合計
1・2歳

1・2歳 保育 教育

実
績

H27 29 142 254 1

H29

　　南部区域の平成30年度の取組状況と平成31年4月の利用定員（案）について 4

【平成30年4月の確保方策（案）の内訳】
3号 2号

1号
0歳

4

5

2

1

3



【位置図】 【５年間の量の見込み】

■特定教育・保育施設 （平成31年3月現在）

見
込

【幼稚園・保育所等の配置状況】

■確認を受けない幼稚園　・・・　なし

■特定地域型保育事業　・・・　なし

・ 平成30年度　案件なし

※対象施設なし

※対象外

※対象外

（４）既存の私立施設の拡大

265

【提供体制の整備に係る平成30年度の取組状況】※予算措置分に限る

（１）市立幼保施設の再編

（２）市立幼保施設の民営化

（３）地域型保育事業の活用

27 14 50 ◇

特定教育・保育施設　合計 13 56 127 69

- - 0 ◇平成30年4月より休園

4 柳生こども園 公 幼保連携型認定こども園 0 9

70 40 155 ◇

3 布目こども園 公 幼保連携型認定こども園 - -

2 都祁こども園 公 幼保連携型認定こども園 10 35

30 15 60 ◇

H31 11 41 106 9 37

1 月ヶ瀬こども園 公 幼保連携型認定こども園 3 12H30 9 38 105 8 32

10 40 106 5 42 0歳

備　　考H28 10 44 125 7 34 3号
2号 1号

33

No 施　設　名 公私 施設種別

利用定員（人）

合計
1・2歳

1・2歳 保育 教育

実
績

H27 9 50 118 4

H29

　　東部区域の平成30年度の取組状況と平成31年4月の利用定員（案）について 5

【平成31年4月の確保方策（案）の内訳】
3号 2号

1号
0歳

2

1

4

3
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県
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国

次期子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（予定）について

年度 30 31

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

改正基本

指針公布

子育てに関する

ニーズ調査実施

幼児教育・保育に関する供給策の検討

骨子（案）検討 素案検討 パブコメ 計画策定

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

委
員
改
選

委
員
改
選
（
公
募
）

結婚・子育て実態調査実施・

とりまとめ

27
日

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

県計画 骨子（案）検討 県計画 素案検討 県計画策定パブコメ

資料5

〈主な議題〉

○第1期計画の評価

○調査結果等から課題検討

○計画骨子（案）について

〈主な議題〉

○計画素案について

〈主な議題〉

○計画案について



◆これまでの計画の流れと今後の予定

◆現在の計画による再編の課題

○ 保護者及び地域住民の反対

・再編により遠方の園に通わなければならないことへの送迎の負担

・これまで地域と関わりの深かった幼稚園がなくなることへの寂しさ

・市立こども園化する園と閉園対象となる園の差が生まれることによる不公平感

○ 市立こども園の設置にかかる費用の増大

・市立こども園に必要な給食室や駐車場の整備に多額の費用がかかり、財政を逼迫

○ 市立こども園移行及び民間移管実施までの期間の長さ

・施設整備や保護者説明に期間を要するため、一度に多くの園を再編することが困難

○ ３年保育ニーズの掘り起こし

・市立こども園へ人気が集中し、市立幼稚園の過小規模化が更に進行

◆今後見込まれる課題

○ 幼児教育無償化による３年保育ニーズの増大

資料６ 奈良市幼保再編基本・実施計画の見直しについて

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

次計画

現行
上位計画

現行計画

★中間見直し

29年度年度 25年度 26年度 27年度 28年度

子どもにやさしいまちづくりプラン

（子ども・子育て支援事業計画）

幼保再編基本計画・実施計画 期間延長

次計画
次計画の検討


